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9月1日号

『ドライバーズ・リクエスト』放送中！（TBSラジオ系列全国33局ネット）全日本トラック協会
presents

9月の名言

ロシアの詩人・小説家・劇作家。代表作に『戦争と平和』、『アンナ・カレーニナ』など。＜出典：ウェブサイト「トルストイの名言・格言」＞
レフ・トルストイ（1828.9.9 ～ 1910.11.20）

逆境が人格を作る。　本番組は、トラック運送業界の安全や環境等への
取り組みなどを内外に広くPRするとともに、パーソナ
リティの宮崎瑠依さんと皆川玲奈TBSアナウンサー
が、車に関する話題や音楽で全国のドライバーの皆
さんの安全運行をサポートします。

・  ９月の特別番組放送予定
9月16日（金）	 「平成28年秋の全国交通安全運動について」	

国土交通省自動車局安全政策課　平井課長
9月30日（金）	 「平成28年度全国労働衛生週間について」	

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課　野澤課長

今号に掲載した記事の関連資料と
関連HPへは全ト協HPバナーから
アクセスできます。

▼全ト協会員専用ページのパスワード▼

8/15〜9/14  9222
9/15〜10/14  5917

10 ・��シリーズ「会長に聞く」�鹿児島県トラック協会・中村利秋会長

８ ・��熱中症対策は万全ですか？

9 ・��台風・大雨への備えを
徹底しましょう

７ ・��秋の全国交通安全運動

２・３
・�トラック協会ニュース
・�官公庁ニュース（国交省等）

5・6
平成28年度
第１回運行管理者試験（貨
物）問題と解答

4
＜中小運送事業者における

事業承継特集＞
・親族内承継②
高島運輸㈱（滋賀県）

　

政
府
は
８
月
24
日
︑
平
成

28
年
度
第
２
次
補
正
予
算
案

を
閣
議
決
定
し
た
︒

　

第
２
次
補
正
予
算
案
は
︑

８
月
２
日
閣
議
決
定
の
﹁
未

来
へ
の
投
資
を
実
現
す
る
経

済
対
策
﹂
で
取
り
組
む
施
策

と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
﹁
一
億

総
活
躍
社
会
の
実
現
の
加
速
﹂

﹁
21
世
紀
型
の
イ
ン
フ
ラ
整

備
﹂﹁
地
方
の
支
援
﹂﹁
熊
本

地
震
や
東
日
本
大
震
災
か
ら

の
復
旧
や
安
全
・
安
心
︑
防

災
対
応
の
強
化
﹂
の
４
本
柱

に
つ
い
て
︑
必
要
な
経
費
を

積
み
上
げ
て
計
上
さ
れ
た
も

の
で
︑
国
費
総
額
は
１
兆
２

２
５
７
億
円
︒

　

こ
の
う
ち
︑
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・

０
利
用
者
に
対
す
る
高
速
道

路
料
金
の
大
口
・
多
頻
度
割

引
等
に
国
費
１
０
５
億
円
が

計
上
さ
れ
︑
最
大
割
引
率
を

40
％
か
ら
50
％
に
拡
充
す
る

措
置
を
︑
平
成
30
年
３
月
末

ま
で
１
年
間
延
長
す
る
こ
と

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
が
平
成
29
年
度

税
制
改
正
・
予
算
要
望
の
最
重
要
項
目
の

一
つ
と
し
て
積
極
的
に
要
望
し
て
い
る
︑

﹁
高
速
道
路
料
金
の
大
口
・
多
頻
度
割
引

最
大
50
％
﹂
を
平
成
30
年
３
月
末
ま
で
延

長
す
る
た
め
の
費
用
と
し
て
︑
政
府
が
８

月
24
日
に
閣
議
決
定
し
た
平
成
28
年
度
第

２
次
補
正
予
算
案
に
︑
国
費
１
０
５
億
円

が
計
上
さ
れ
た
︒
現
在
と
同
様
に
Ｅ
Ｔ
Ｃ

２
・
０
搭
載
車
を
対
象
と
し
て
︑
同
車
載

器
の
普
及
・
利
用
促
進
の
た
め
今
年
度
の

予
算
の
余
剰
分
も
充
当
さ
れ
る
︒

　

な
お
︑
従
来
型
Ｅ
Ｔ
Ｃ
に
つ
い
て
も
割

引
の
経
過
措
置
が
一
定
期
間
継
続
さ
れ

て
い
る
が
︑
全
ト
協
で
は
日
本
貨
物
運
送

協
同
組
合
連
合
会
と
と
も
に
︑
経
過
措
置

の
当
面
の
延
長
を
要
求
し
て
い
る（
別
掲
）︒

に
な
っ
た
︒
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・
０

を
対
象
と
し
た
割
引
率
の
拡

充
措
置
に
つ
い
て
︑
今
年
度

は
国
費
２
５
６
億
円
が
措
置

さ
れ
て
い
る
が
︑
ト
ラ
ッ
ク

の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・
０
普
及
率
が

想
定
よ
り
低
い
た
め
︑
今
年

度
の
余
剰
分
も
活
用
し
て
来

年
度
拡
充
措
置
を
継
続
す
る
︒

　

こ
の
ほ
か
︑
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
の
生
産
性
向
上
促
進
事

業
に
４
億
円
が
計
上
さ
れ

た
︒
労
働
力
不
足
を
踏
ま
え

て
荷
役
作
業
を
効
率
化
す
る

た
め
︑
ト
ラ
ッ
ク
車
両
後
部

に
装
着
す
る
﹁
テ
ー
ル
ゲ
ー

ト
リ
フ
タ
ー
﹂
の
装
着
費
用

を
１
台
当
た
り
30
万
円
補
助

す
る
︒
こ
れ
に
よ
り
手
荷
役

で
は
な
く
︑
ロ
ー
ル
ボ
ッ
ク

ス
パ
レ
ッ
ト
で
の
積
み
卸
し

が
可
能
と
な
る
こ
と
で
︑
荷

役
時
間
を
こ
れ
ま
で
の
３
分

の
１
程
度
に
短
縮
可
能
と
見

込
ん
で
い
る
︒

　

こ
の
ほ
か
︑
ト
ラ
ッ
ク
輸

送
に
係
る
対
価
を
適
切
に
収

受
で
き
る
よ
う
な
ノ
ウ
ハ
ウ

等
を
定
着
化
さ
せ
る
た
め
の

セ
ミ
ナ
ー
開
催
な
ど
︑
経
営

力
向
上
の
た
め
の
支
援
も
行

う
︒

　

ま
た
︑
大
型
ト
ラ
ッ
ク
等

の
衝
突
事
故
安
全
対
策
と
し

て
︑
生
活
道
路
や
幹
線
道
路

の
安
全
確

保
対
策
実

施
に
向

け
︑
ガ
ー

ド
レ
ー
ル

等
の
防
護

柵
の
性
能

評
価
等
を

行
う
た
め

に
必
要
な

施
設
の
改

良
を
実
施

す
る
と
し

て
︑
４
億

９
千
万
円
の
国
費
を
計
上
し

た
︒

　

高
速
道
路
料
金
に
お
け
る

大
口
・
多
頻
度
割
引
に
つ
い

て
は
︑
平
成
28
年
度
も
Ｅ
Ｔ

Ｃ
２
・
０
搭
載
車
を
対
象
に

最
大
割
引
率
50
％
が
継
続
さ

れ
︑
従
来
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
搭
載
車

に
つ
い
て
も
︑
経
過
措
置
と

し
て
平
成
28
年
４
月
か
ら
一

定
期
間
︑
引
き
続
き
最
大
割

引
率
50
％
が
継
続
さ
れ
て
い

る
︒

　

全
ト
協
で
は
︑
購
入
促
進

助
成
事
業
を
実
施
す
る
な

ど
︑
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・
０
車
載
器

の
普
及
促
進
に
努
め
て
い
る

が
︑
車
載
器
メ
ー
カ
ー
の
供

給
体
制
整
備
が
28
年
４
月
以

降
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑
今

後
半
年
程
度
で
は
十
分
に
普

及
し
な
い
と
説
明
︒

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま

え
︑
従
来
型
Ｅ
Ｔ
Ｃ
搭
載
車

へ
の
経
過
措
置
の
当
面
の
延

長
を
︑
石
川
道
路
局
長
に
対

し
て
要
望
し
た
も
の
︒

　

第
３
次
安
倍
第
２
次
改
造

内
閣
の
国
土
交
通
副
大
臣

に
︑
末
松
信
介
氏
と
田
中
良

生
氏
が
就
任
し
た
︒
ま
た
︑

国
土
交
通
大
臣
政
務
官
に

は
︑
根
本
幸
典
氏
︑
藤
井
比

早
之
氏
︑
大
野

正
氏
が
そ

れ
ぞ
れ
着
任
し
た
︒
ト
ラ
ッ

ク
運
送
事
業
を
担
当
す
る
の

は
︑
末
松
副
大
臣
と
根
本
政

務
官
︒

︻
国
土
交
通
副
大
臣
︼

・
末
松
信
介
（
す
え
ま
つ
・

し
ん
す
け
）
氏　

昭
和
54
年

関
西
学
院
大
学
法
学
部
卒

業
︑
全
日
本
空
輸
入
社
︒
兵

庫
県
議
会
議
員
を
経
て
︑
平

成
16
年
参
議
院
議
員
初
当

選
︒20
年
財
務
大
臣
政
務
官
︒

参
議
院
兵
庫
県
選
挙
区
選

出
︑
当
選
３
回
︒
60
歳
︒

・
田
中
良
生
（
た
な
か
・
り

ょ
う
せ
い
）
氏　

昭
和
61
年

立
教
大
学
経
済
学
部
卒
業
︒

平
成
13
年
日
本
青
年
会
議
所

関
東
地
区
埼
玉
ブ
ロ
ッ
ク
協

議
会
会
長
︑
17
年
衆
議
院
議

員
初
当
選
︒
25
年
経
済
産
業

大
臣
政
務
官
︒
衆
議
院
埼
玉

15
区
選
出
︑
当
選
３
回
︒
52

歳
︒

︻
国
土
交
通
大
臣
政
務
官
︼

・
根
本
幸
典
（
ね
も
と
・
ゆ

き
の
り
）
氏　

昭
和
63
年
一

橋
大
学
経
済
学
部
卒
業
︑
リ

ク
ル
ー
ト
入
社
︒
国
会
議
員

秘
書
︑
豊
橋
市
議
会
議
員
を

経
て
︑
平
成
24
年
衆
議
院
議

員
初
当
選
︒
衆
議
院
愛
知
15

区
選
出
︑当
選
２
回
︒51
歳
︒

・
藤
井
比
早
之
（
ふ
じ
い
・

ひ
さ
ゆ
き
）
氏　

平
成
７
年

東
京
大
学
法
学
部
卒
業
︒
21

年
滋
賀
県
彦
根
市
副
市
長
︒

24
年
衆
議
院
議
員
初
当
選
︒

衆
議
院
兵
庫
４
区
選
出
︑
当

選
２
回
︒
44
歳
︒

・
大
野

正
（
お
お
の
・
や

す
た
だ
）
氏　

昭
和
57
年
慶

應
義
塾
大
学
法
学
部
卒
業
︑

全
日
本
空
輸
入
社
︒
運
輸
大

臣
秘
書
官
︑
参
議
院
議
員
大

野
明
秘
書
︑
岐
阜
県
議
会
議

員
な
ど
を
経
て
︑
平
成
25
年

参
議
院
議
員
初
当
選
︒
参
議

院
岐
阜
県
選
挙
区
選
出
︑
当

選
１
回
︒
57
歳

「
従
来
型
Ｅ
Ｔ
Ｃ
搭
載
車
の

経
過
措
置
当
面
延
長
を
」

大口・多頻度割引最大50％

副
大
臣
に
末
松
氏
、
田
中
氏

政
務
官
に
根
本
氏
、
藤
井
氏
、
大
野
氏

Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・
０
搭
載
車
を
対
象
に

平
成
28
年
度
第
２
次
補
正
予
算
案

生テ
ー
ル
ゲ
ー
ト
リ
フ
タ
ー
補
助

産
性
向
上
促
進
事
業
に
は
４
億
円

第 ３ 次 安 倍
第 ２ 次
改 造 内 閣

全
ト
協 

石
川
雄
一
国
土
交
通
省
道
路
局
長
へ
要
望
書
を
提
出

国

土

交

通

高速道路通行料金

平成30年3月末まで1年間延長

田中　良生
国土交通副大臣

大野　　正
国土交通大臣政務官

末松　信介
国土交通副大臣

根本　幸典
国土交通大臣政務官

藤井　比早之
国土交通大臣政務官

全ト協の坂本克已副会長（左から２人目）と福本秀爾理事長（右）、日貨協連の中川才助副会長
（右から２人目）と村田省蔵専務理事（左）が国交省を訪問し、石川雄一道路局長（中央）に要
望書を手渡した（８月23日、国交省）

ETC2.0搭載車を対象に大口・多頻度最大50％割引を継続する

テ
ー
ル
ゲ
ー
ト
リ
フ
タ
ー
の
導
入
等
に
も
４
億
円
の
予
算
が

計
上
さ
れ
た

　

８
月
23
日
︑
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の

坂
本
克
已
副
会
長
と
福
本
秀
爾
理
事
長
は

国
土
交
通
省
を
訪
問
し
︑
石
川
雄
一
道
路

局
長
に
対
し
︑
高
速
道
路
料
金
の
大
口
・

多
頻
度
割
引
に
つ
い
て
︑
従
来
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ

搭
載
車
へ
の
経
過
措
置
を
︑
当
面
の
間
延

長
す
る
よ
う
要
望
し
た
︒
な
お
︑
当
日
は

日
本
貨
物
運
送
協
同
組
合
連
合
会
の
中
川

才
助
副
会
長
と
村
田
省
蔵
専
務
理
事
も
同

行
し
た
︒
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ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

N
ew

s 2016.8.5—9.1

物流ジャーナリスト　森田 富士夫

　

廃
業
や
会
社
譲
渡
に
つ
い
て
考

え
る
中
小
事
業
者
が
増
え
て
き
た

と
い
う
話
を
聞
く
︒
こ
れ
に
は
後

継
者
問
題
も
関
係
し
て
い
る
︒
必

ず
し
も
後
継
者
が
い
な
い
の
で
は

な
い
︒
子
ど
も
に
後
を
継
が
せ
た

く
な
い
と
い
う
経
営
者
も
い
れ
ば
︑

会
社
を
継
ぎ
た
く
な
い
と
い
う
子

ど
も
も
い
る
か
ら
だ
︒

　

一
方
︑
経
営
に
専
念
し
て
い
る

中
小
事
業
者
に
も
︑
以
前
と
は
違

っ
た
悩
み
が
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
売

上
規
模
の
拡
大
を
追
求
す
る
か
﹂︑

﹁
利
益
率
や
財
務
内
容
な
ど
を

優
先
す
べ
き
か
﹂
と
い
う
悩
み
だ
︒

ず
っ
と
以
前
な
ら
︑
年
商
３
億
円

に
達
し
た
ら
次
は
５
億
円
︑
７
億

円
に
な
っ
た
ら
10
億
円
を
目
指
す

の
が
自
然
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
最

近
は
売
上
規
模
よ
り
も
内
容
を

重
視
し
て
︑﹁
従
業
員
の
労
働
条

件
を
他
産
業
並
み
に
す
る
よ
う
な

経
営
に
し
た
方
が
良
い
﹂

と
考
え
る
経
営
者
も
増

え
て
き
た
︒

　

あ
る
地
方
の
60
億
円

の
売
上
規
模
の
事
業
者

の
経
営
者
も
︑
そ
の
よ

う
に
悩
ん
で
い
る
１
人

だ
︒
地
方
で
60
億
円
規

模
と
い
え
ば
︑
地
元
で

は
大
手
事
業
者
で
あ
る
︒

だ
が
︑﹁
場
合
に
よ
っ
て
は
売

上
規
模
を
縮
小
し
て
も
︑
従
業

員
の
待
遇
を
他
産
業
並
み
に
で

き
る
よ
う
な
会
社
に
な
っ
た
方

が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
﹂

と
も
考
え
て
い
る
︒﹁
売
上
拡

大
を
追
求
す
る
か
︑
経
営
内
容

を
重
視
し
た
方

が
良
い
の
か
︑

正
直
な
と
こ
ろ

結
論
が
出
せ
な

い
で
い
る
﹂
と

い
う
︒

　

同
様
に
判
断

し
か
ね
て
い
る

首
都
圏
の
事
業

者
は
︑
一
昨
年

度
の
決
算
で
初

め
て
売
上
高
が

80
億
円
に
達
し

た
︒
同
社
の
社

長
は
﹁
昔
な
ら

無
条
件
に
次
は

１
０
０
億
円
が

目
標
と
な
っ
た
︒

だ
が
︑
率
直
な
と
こ
ろ
そ
れ
で

良
い
の
か
判
断
で
き
な
い
﹂
と

話
す
︒

　

そ
れ
に
対
し
て
︑
売
上
規
模

が
２
０
０
億
円
超
の
経
営
者
は
︑

売
上
の
拡
大
は
必
要
と
い
う
考

え
だ
︒
同
社
長
は
︑﹁
ト
ラ
ッ

ク
運
送
業
界
を
良
く
し
た
い
︒
そ

の
た
め
に
自
分
が
や
る
べ
き
こ
と

は
︑
社
員
満
足
度
の
高
い
会
社
に

す
る
こ
と
で
︑
そ
れ
に
は
原
資
の

確
保
が
必
要
だ
︒
利
益
率
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
︑
利
益
額
を
増
や
す

に
は
︑
適
正
な
成
長
率
に
よ
る
売

上
拡
大
が
前
提
に
な
る
﹂︒

　

ま
た
︑
今
年
度
か
ら
売
上
10

億
円
を
目
指
す
経
営
計
画
を
ス
タ

ー
ト
し
た
20
台
規
模
の
事
業
者
が

い
る
︒
以
前
は
利
益
率
な
ど
内
容

重
視
の
経
営
を
志
向
し
た
時
期
も

あ
り
︑
保
有
台
数
を
約
半
分
に
減

ら
し
た
経
緯
が
あ
る
︒
だ
が
︑
そ

れ
は
﹁
経
営
者
が
自
分
だ
け
良
け

れ
ば
︑
と
い
う
考
え
方
で
は
な
い

の
か
﹂
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
︒

60
億
円
︑
80
億
円
の
規
模
な
ら

売
上
維
持
で
も
従
業
員
に
キ
ャ
リ

ア
パ
ス
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
︒

だ
が
︑
20
台
規
模
で
の
単
純
再
生

産
で
は
︑
従
業
員
に
対
し
て
10
年

後
や
20
年
後
の
仕
事
や
収
入
︑
生

活
設
計
を
描
い
て
あ
げ
ら
れ
な
い

と
い
う
︒

　

一
方
︑
大
企
業
で
は
国
際
市
場

を
視
野
に
入
れ
た
経
営
戦
略
が
必

要
に
な
っ
て
き
た
︒
今
後
ど
の
よ

う
な
経
営
の
あ
り
方
が
良
い
の
か
︑

企
業
規
模
に
よ
っ
て
も
判
断
が
異

な
っ
て
く
る
︒

第
169
回

売上拡大か、利益や財務内容優先か

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
︑
10
月
17
日
㈪
か
ら
31
日

㈪
ま
で
︑
平
成
28
年
度
﹁
自

家
用
燃
料
供
給
施
設
整
備
支

援
事
業
助
成
金
﹂
の
追
加
募

集
を
実
施
す
る
︒

　

同
事
業
は
︑
燃
料
の
安
定

的
な
確
保
に
取
り
組
む
会
員

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
な
ら

び
に
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
協

同
組
合
・
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
協
同
組
合
連
合
会
が
︑
自

家
用
燃
料
供
給
施
設
の
新
設

・
増
設
を
行
う
際
に
︑
全
ト

協
が
費
用
の
一
部
を
助
成
す

る
も
の
︒

　

主
な
助
成
要
件
は
︑
軽
油

専
用
タ
ン
ク
（
埋
設
型
）
の

設
置
を
伴
う
自
家
用
燃
料
供

給
施
設
の
新
設
・
増
設
ま
た

は
増
設
を
伴
う
代
替
を
行

い
︑
28
年
４
月
１
日
か
ら
29

年
２
月
28
日
ま
で
に
市
町
村

（
各
市
町
村
地
区
消
防
組
合

等
）
よ
り
危
険
物
取
扱
所
の

完
成
検
査
済
証
の
交
付
を
受

交
通
事
故
・
労
災
事
故
防

止
対
策
を
積
極
的
に
推
進

第
12
回
利
用
運
送
・
積
合
部
会

　

８
月
26
日
︑
第
12
回
利
用

運
送
・
積
合
部
会
（
井
上
和

英
部
会
長
）
が
開
催
さ
れ
︑

平
成
27
年
度
事
業
報
告（
案
）

お
よ
び
28
年
度
事
業
計
画

（
案
）
に
つ
い
て
審
議
し
︑

い
ず
れ
も
原
案
通
り
承
認
し

た
︒

　

28
年
度
事
業
計
画
で
は
︑

①
交
通
事
故
お
よ
び
労
働
災

害
事
故
の
防
止
対
策
を
積
極

的
に
推
進
す
る
②
貨
物
利
用

運
送
事
業
・
積
合
事
業
の
経

営
基
盤
の
確
立
と
︑
そ
の
た

け
る
も
の
︒
助
成
金
額
は
表

の
通
り
で
︑
助
成
予
算
は
２

０
０
０
万
円
︒

　

助
成
対
象
者
は
会
員
事
業

者
︑
協
同
組
合
・
連
合
会
︒

た
だ
し
︑
20
～
26
年
度
に
同

事
業
に
よ
る
助
成
金
の
交
付

を
受
け
た
会
員
事
業
者
︑
協

同
組
合
・
連
合
会
は
対
象
外

め
の
経
営
戦
略
の
あ
り
方
を

検
討
す
る
︱
︱
な
ど
全
６
項

目
の
施
策
を
実
施
す
る
こ
と

と
し
た
︒

　

議
事
終
了
後
︑
全
日
本
ト

ラ
ッ
ク
協
会
の
小
山
誠
企
画

部
長
が
﹁
当
面
の
諸
課
題
に

つ
い
て
﹂
を
テ
ー
マ
に
講
演

を
行
っ
た
︒

31
事
業
者（
１
３
３
事
業

所
）
の
申
請
を
受
領

平
成
28
年
度
引
越
事
業
者

優
良
認
定
制
度

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は
︑

供
す
る
こ
と

に
よ
り
︑
引

越
に
お
け
る

苦
情
や
ト
ラ

ブ
ル
の
防
止

を
目
指
す
こ

と
を
目
的
と

し
て
︑
平
成

26
年
度
に
創

設
さ
れ
た
︒

　

な
お
︑
制

度
２
年
目
と

な
る
27
年
度

８
月
１
日
㈪
か
ら
８
月
15
日
㈪

（
当
日
消
印
有
効
）
の
期
間

で
申
請
を
受
け
付
け
て
い
た

平
成
28
年
度
引
越
事
業
者
優

良
認
定
制
度
に
つ
い
て
︑
31

事
業
者
（
１
３
３
事
業
所
）

の
申
請
書
類
を
受
け
付
け
た

こ
と
を
発
表
し
た
︒

　

今
後
︑
認
定
基
準
に
基
づ

い
て
厳
正
な
申
請
書
類
の
審

査
を
行
い
︑
12
月
中
旬
に
平

成
28
年
度
﹁
引
越
優
良
事
業

者
﹂
を
認
定
・
公
表
す
る
予

定
︒

　

同
制
度
は
︑
消
費
者
に
安

心
・
安
全
な
引
越
サ
ー
ビ
ス

を
行
う
事
業
者
の
情
報
を
提

で
︑
交
付
申
請
は
年
度
内
１

施
設
限
り
︒

　

会
員
事
業
者
は
︑
各
都
道

府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
を
通
じ

て
全
ト
協
に
申
請
︒
協
同
組

合
・
連
合
会
は
全
ト
協
に
申

請
を
行
う
︒

　

な
お
︑
詳
細
は
全
ト
協
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
︒

に
は
︑
72
事
業
者
（
２
５
６

事
業
所
）
が
申
請
し
︑
65
事

業
者
（
１
６
０
事
業
所
）
が

認
定
さ
れ
︑
初
年
度
に
認
定

求
車
登
録
件
数
が
増
加
、

高
ま
り
見
せ
る
求
車
需
要

Ｗ
ｅ
ｂ
Ｋ
Ｉ
Ｔ

７
月
成
約
運
賃
指
数

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
と

日
本
貨
物
運
送
協
同
組
合
連

合
会
は
８
月
５
日
︑
平
成
28 

年
７
月
分
の
求
荷
求
車
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｗ
ｅ
ｂ
Ｋ

Ｉ
Ｔ
）
成
約
運
賃
指
数
を
発

表
し
た
︒

　

28
年
７
月
の
運
賃
指
数

は
︑
前
月
と
同
じ
く
１
１
１

で
︑
対
前
年
同
月
比
で
は
３

ポ
イ
ン
ト
減
少
し
た
︒
依
然

と
し
て
高
い
指
数
で
推
移
し

て
い
る
も
の
の
︑
28
年
５
月

以
降
︑
３
か
月
続
け
て
前
年

同
月
の
指
数
を
下
回
っ
て
い

る
︒

　

ま
た
︑
７
月
末
現
在
の
求

車
登
録
件
数
は
８
万
１
５
３

３
件
と
対
前
年
同
月
比
４
８

７
９
件
増
（
６
・
４
％
増
）︑

さ
れ
た
事
業
者
と
併
せ
て
︑

３
６
２
事
業
者
（
１
８
４
６

事
業
所
）
が
認
定
を
受
け
て

い
る
︒

対
前
月
比
２
万
２
８
０
１
件
増

（
38
・
８
％
増
）
で
あ
り
︑

求
車
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
︒

１
〜
３
月
期
か
ら
９
・
８

ポ
イ
ン
ト
悪
化

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
景
況
感

４
～
６
月
期

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

８
月
８
日
︑
平
成
28
年
４
～

６
月
期
の
景
況
感
（
速
報
）

を
発
表
し
た
︒

　

28
年
４
～
６
月
期
は
︑
非

製
造
業
の
業
績
に
伸
び
悩
み

が
見
ら
れ
た
︒
こ
れ
ま
で
好

調
だ
っ
た
訪
日
外
国
人
旅
行

者
の
需
要
が
鈍
り
は
じ
め
︑

国
内
の
消
費
関
連
需
要
も
停

滞
し
た
こ
と
な
ど
が
影
響
し

た
と
推
測
さ
れ
る
︒
さ
ら
に

中
国
経
済
の
鈍
化
や
︑
６
月

以
降
の
円
高
進
行
に
よ
り
︑

輸
出
産
業
を
中
心
に
マ
イ
ナ

ス
影
響
を
与
え
た
︒

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い

て
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の

４
～
６
月
期
は
︑
運
賃
水
準

・
輸
送
数
量
と
も
に
悪
化

し
︑営
業
収
入
や
営
業
利
益
︑

経
常
利
益
も
悪
化
し
た
︒

　

そ
の
結
果
︑
景
況
感
の
判

断
指
標
は
マ
イ
ナ
ス
40
・
７

と
︑前
回（
マ
イ
ナ
ス
30
・
９
）

か
ら
９
・
８
ポ
イ
ン
ト
悪
化

し
た
︒

　

な
お
︑
来
期
の
判
断
指
標

は
︑
海
外
景
気
︑
円
高
︑
国

内
消
費
等
の
改
善
見
込
み
は

薄
く
︑
荷
動
き
の
早
期
回
復

が
期
待
さ
れ
な
い
懸
念
か

ら
︑
今
回
よ
り
３
・
７
ポ
イ

ン
ト
悪
化
し
︑
マ
イ
ナ
ス
44

・
４
の
見
通
し
と
な
っ
て
い
る
︒

Ｔ
Ｓ
（
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）情
報

食
堂
運
営
時
間
を
臨
時
変
更

安
城
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

安
城
Ｔ
Ｓ
は
当
面
の

間
︑
土
曜
日
と
日
曜
日
の

21
時
～
翌
10
時
を
臨
時
休

業
と
す
る
︒

（
９
月
１
日
〜
９
月
30
日
）

▽
９
月
８
日

・
第
40
回
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
部
会

▽
９
月
14
日

・
第
44
回
適
正
化
事
業
委
員
会

▽
９
月
15
日

・
第
64
回
百
貨
店
部
会

▽
９
月
29
日

・
第
１
０
７
回
交
通
対
策
委
員
会

表 助成金額

軽油タンクの新設
（設置1か所分のみ） 100万円

軽油タンクの増設、
増設を伴う代替 30万円

※�ただし、公募期間内に申請が予算総額
を超過した際には、1件当たりの助成
金額を減額する場合がある。

車内ゴミのポイ捨て防止啓発チラシを配布

　全日本トラック協会で
は、環境対策委員会を中
心として、道路や駐車施
設等における車内ゴミの
ポイ捨て防止の徹底を図
ることを目的に、業界を
挙げた「車内ゴミのポイ
捨て防止キャンペーン」
を実施しています。
　このたび全ト協では、
車内ゴミのポイ捨て防止
に係るチラシ（写真）を
今号の『広報とらっく』へ折り込み、さらなる啓発活動を行います。

◆「車内ゴミのポイ捨て防止キャンペーン」啓発用チラシ
　全ト協は、都道府県トラック協会と連携して啓発用チラシを作成・配布
し、ドライバーおよびトラック運送業界のモラル向上を促しています。同
チラシを社内等で配布・掲出し、不法投棄抑制のためにご活用ください。

◆「車内ゴミのポイ捨て防止徹底のための４つのお願い」
　公共道路を使用して輸送サービスを提供するトラック運送業界におい
て、道路環境の美化・保全は責務です。
　しかしながら、一部の心ないトラックドライバーによる車内ゴミのポイ
捨てが後を絶たず、悪質な行為として、ドライバーや業界のモラルが問わ
れています。
　全ト協では、ドライバー向けに車内ゴミのポイ捨て防止のための4か条
を打ち出し、ポイ捨て防止の徹底を図っています。

運送業にとって、道路は大切な職場です。
職場を安全で快適な場所にするため、

ゴミのポイ捨ては絶対にしないよう、
ご協力をお願いいたします。

ド
ラ
イ
バ
ー
の
み
な
さ
ん

見
ら
れ
て
い
ま
す
よ

ゴ
ミ
の
ポ
イ
捨
て

プロドライバー
のみなさまへ

第12回利用運送・積合部会（8月26日、全ト協）�

「
自
家
用
燃
料
供
給
施
設
整
備

支
援
事
業
助
成
金
」追
加
募
集

公
募
期
間
10
月
17
日
〜
31
日
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ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

法
令
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト ～用語・定義編～

法令　　  クイズ
マル　 バツ

❶  道路交通法でいう「車両」とは、自動車、原動機付自転車及びトロ
リーバスをいい、自転車などの軽車両は含まない。（ ○・× ）

❷  身体障害者用の車いすは、道路交通法でいう「歩行者」に該当す
る。（ ○・× ）

❸  道路交通法でいう「放置車両」とは、違法駐車と認められる場合に
おける車両であって、その運転者がこれを離れて直ちに運転するこ
とができない状態にあるものをいう。（ ○・× ）

❹  道路交通法でいう「交通事故」とは、人身事故をいい、物の損壊な
どの物損事故は含まれない。（ ○・× ）

❺  道路交通法でいう「重被牽引車」とは、牽引されるための構造及び
装置を有し、かつ、車両総重量が700キログラムを超えるものをい
う。（ ○・× ）

 （解答は９面）

危険予知訓練（KYT）シートの解説
▶交通事故防止編

（
９
面
）

☟
こ
の
角
を
基
準
に
拡
大
率
を
235
％
に
設
定
す
る
と
、
A4
サ
イ
ズ
で
プ
リ
ン
ト
で
き
ま
す
。

どのような危険がありますか？

どのような運転をすれば危険を避け
ることができますか？

①車体の高いトラックは風の影響を受けやすくなります。そ
のため台風が接近しているような時は、強風にあおられて
横転することもあります。特に橋の上は激しい突風により
トラックが横転しやすい場所ですから、できれば安全な場
所に一時待機するなどして風雨がおさまるのを待つのが
望ましいのですが、待機する場所がないなどによりやむを
得ず走行する場合は、スピードを落としハンドルをしっか
り握って慎重に走行しましょう。
②台風などの異常気象時は、自車だけでなく他車の走行も
不安定になり、風に流されて蛇行したり、急に停止したり、
スリップしたりすることがありますから、他車の動きにもよ
く目を配るとともに、車間距離を十分にとって走行しましょ
う。
③運行中に強風や豪雨に見舞われて、ハンドルをとられる、
前方の視界が利かないなど、運行の継続に支障が生じる
ような状況になった時に、無理に運行を継続するのは危
険ですから、早めに安全な場所に車を止めて会社に連絡
をとり状況を報告して、運行管理者等の指示を受けます。
なお、豪雨の時は、水が流れ込みやすい低い場所の通行
や駐車はできるだけ避けましょう。

④台風などの異常気象が予想される時には、運行管理者等
はあらかじめ気象情報や道路交通情報を収集し、台風の
進路と運行ルートを照らし合わせ、運行ルートに長い橋な
ど風の影響を受けやすい場所がないか、土砂崩れや道路
冠水、高潮などが発生する恐れのある場所がないかをよく
検討して、運行の中止や運行ルートの変更といった、危険
な状況に遭遇しないための措置を講じ、その旨をドライバ

①橋の上で突風が吹くと横転する危険があります（図１）。
②横転しない場合でも、突風によりハンドルをとられてセ
ンターラインをはみ出すと、対向車と衝突する危険があ
ります（図２）。
③前車が突風に流され、慌てて急ブレーキを踏んで停止す
ると追突する危険があります（図３）。

　台風が接近し風雨が強まっている時に、
あなたは長い橋に差しかかっています。こ
の場面にはどのような危険がありますか。
また、危険を避けるためにはどのような
運転をすればよいでしょうか。考えてみま
しょう。

ーに指示する必要がありますが、ドライバーは運行
管理者等から受けた指示に必ず従わなければなり
ません。

に
限
ら
ず
︑
ト
ラ
ッ
ク
を
含

む
自
動
車
運
送
事
業
全
般
を

対
象
と
し
て
い
る
︒

　

平
成
27
年
度
の
実
績
で

は
︑
運
輸
局
等
か
ら
労
働
基

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
長
大
ト
ン

ネ
ル
通
行
規
制
を
緩
和

災
害
発
生
時
に
石
油
等
を

迅
速
に
輸
送

　

国
土
交
通
省
道
路
局
は
８

月
26
日
︑
災
害
が
発
生
し
た

際
に
︑
前
後
に
誘
導
車
を
配

置
す
る
な
ど
通
行
の
安
全
が

確
保
さ
れ
た
場
合
に
限
っ
て

石
油
等
を
輸
送
す
る
タ
ン
ク

ロ
ー
リ
ー
に
よ
る
長
大
ト
ン

準
監
督
機
関
へ
の
通
報
件
数

は
３
６
４
件
︑
運
輸
局
等
に

お
け
る
労
働
基
準
監
督
機
関

か
ら
の
通
報
受
理
件
数
は
７

８
６
件
と
な
っ
て
い
る
︒

ネ
ル
等
の
通
行
を
可
能
と
す

る
よ
う
︑
各
道
路
管
理
者
に

対
し
て
通
知
し
た
︒

　

長
大
ト
ン
ネ
ル
（
長
さ
５

０
０
０
㍍
以
上
）
等
に
お
い

て
は
︑
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
を

含
め
危
険
物
を
積
載
す
る
車

両
の
通
行
が
規
制
さ
れ
て
い

る
︒
東
日
本
大
震
災
や
平
成

28
年
熊
本
地
震
発
生
時
の
対

応
を
踏
ま
え
︑
災
害
時
に
被

災
地
へ
の
迅
速
な
エ
ネ
ル
ギ

ー
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
︑

災
害
時
に
お
い
て
通
行
規
制

の
緩
和
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
︒

　

こ
の
規
制
緩
和
は
︑
災
害

応
急
対
策
に
必
要
な
物
資
の

緊
急
輸
送
や
︑
そ
の
他
の
災

害
応
急
対
策
を
実
施
す
る
た

め
に
︑
被
災
し
た
地
方
公
共

団
体
等
か
ら
要
請
が
あ
っ
た

場
合
に
適
用
さ
れ
る
︒
通
行

の
際
に
は
︑
安
全
を
確
保
す

る
た
め
︑
タ
ン
ク

ロ
ー
リ
ー
の
前
後

に
誘
導
車
を
配
置

し
︑
他
の
一
般
車

両
と
一
定
の
間
隔

を
保
ち
な
が
ら
通

行
す
る
︑
エ
ス
コ

ー
ト
通
行
方
式

（
図
）
な
ど
の
措

置
が
取
ら
れ
る
︒

対
象
と
な
る
区
間

は
︑
長
大
ト
ン
ネ

ル
14
か
所
（
関
越

ト
ン
ネ
ル
等
）︑

水
底
・
水
際
ト
ン

ネ
ル
21
か
所
（
関

門
ト
ン
ネ
ル
等
）︒

　

今
後
︑
長
大
ト

ン
ネ
ル
等
を
管
理

す
る
各
道
路
管
理

者
に
お
け
る
必
要

な
手
続
き
が
整
い

次
第
︑
通
行
規
制
が
緩
和
さ

れ
る
予
定
︒

「
自
動
車
点
検
整
備
推
進

運
動
」
強
化
月
間
ス
タ
ー
ト

９
月
１
日
か
ら
10
月
31
日
ま
で

　

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
は
︑

１
年
を
通
じ
て
﹁
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
界
に
お
け
る
点
検
整

備
推
進
運
動
﹂
を
実
施
し
て

い
る
が
︑
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク

協
会
で
は
︑
９
月
１
日
㈭
か

ら
10
月
31
日
㈪
ま
で
の
２
か

月
間
に
つ
い
て
は
﹁
自
動
車

点
検
整
備
推
進
運
動
強
化
月

間
﹂
と
し
︑
不
正
改
造
の
防

止
や
確
実
な
点
検
整
備
実
施

の
徹
底
を
図
っ
て
い
る
︒

　

同
期
間
に
お
い
て
は
︑
①

大
型
自
動
車
に
関
す
る
適
切

な
点
検
・
整
備
の
実
施
方
法

に
つ
い
て
の
啓
発
（
別
表
に

重
点
点
検
項
目
）
②
黒
煙
濃

度
に
影
響
を
及
ぼ
す
部
品
等

の
自
主
点
検
・
整
備
の
実
施

に
関
す
る
啓
発
③
Ｄ
Ｐ
Ｆ

（
黒
煙
除
去
フ
ィ
ル
タ
）
等

の
後
処
理
装
置
付
き
車
の
正

し
い
使
用
方
法
に
関
す
る
啓

発
︱
︱
の
３
つ
を
重
点
実
施

項
目
と
し
︑
各
都
道
府
県
ト

ラ
ッ
ク
協
会
の
協
力
の
下
︑

全
国
的
に
運
動
を
展
開
す
る
︒

　

な
お
︑
車
両
総
重
量
８
㌧

以
上
の
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
を

50
台
以
上
保
有
す
る
事
業
者

に
お
い
て
は
︑
重
点
点
検
期

第
11
回
「
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催

Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ

　
（
独
）
自
動
車
事
故
対
策

機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ
）
は
︑

10
月
20
日
に
東
京
国
際
フ
ォ

ー
ラ
ム
で
﹁
第
11
回
Ｎ
Ａ
Ｓ

Ｖ
Ａ
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
セ

ミ
ナ
ー
﹂
を
開
催
す
る
︒

　

今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
︑

間
中
（
９
～
11
月
）
に
定
期

点
検
を
行
う
大
型
自
動
車
に

つ
い
て
︑
別
途
﹁
重
点
点
検

項
目
﹂
の
点
検
結
果
を
各
運

輸
支
局
等
に
報
告
す
る
必
要

が
あ
る
︒

平
成
18
年
に
開
始
し
て
以

来
︑
10
年
を
経
過
す
る
運
輸

安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
制
度
に

焦
点
を
当
て
︑
同
制
度
の
趣

旨
を
広
く
周
知
・
浸
透
さ
せ

る
た
め
︑﹁
安
全
（
自
動
車

運
送
事
業
者
が
構
築
す
る
も

の
）﹂
と
﹁
安
心
（
利
用
者

に
提
供
す
る
も
の
）﹂
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
講
演
等
を
行
う
予

定
︒
ま
た
︑
デ
ジ
タ
ル
式
運

行
記
録
計
や
映
像
記
録
型
ド

ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
︑
ア
ル
コ

ー
ル
検
知
器
︑
Ｓ
Ａ
Ｓ
（
睡

眠
時
無
呼
吸
症
候
群
）
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
機
器
な
ど

安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
ツ

ー
ル
の
展
示
・
紹
介
な
ど
も

行
う
︒

　

参
加
申
込
な
ど
詳
細
は
Ｎ

Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

参
照
の
こ
と
︒
な
お
︑
ト
ラ

ッ
ク
協
会
会
員
事
業
者
が
︑

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
参
加
を

申
し
込
む
際
に
秘
密
の
合
言

葉
（
安
全
安
心
）
を
入
力
す

る
と
︑１
・
２
階
席
の
入
場
料

（
１
人
３
０
０
０
円
）
が
３
０

０
円
引
き
と
な
る
︒

相
互
通
報
制
度
を
拡
充

健
康
診
断
未
受
診
を
追
加

　

国
土
交
通
省
は
８
月
８

日
︑
事
業
用
自
動
車
運
転
者

の
健
康
診
断
の
受
診
に
つ
い

て
︑
遵
守
状
況
の
確
認
を
強

化
す
る
と
発
表
し
︑
即
日
施

行
し
た
︒

　

事
業
用
自
動
車
運
転
者
の

労
働
条
件
改
善
の
た
め
︑
厚

生
労
働
省
と
連
携
し
て
相
互

通
報
制
度
を
運
用
し
て
お

り
︑
改
善
基
準
告
示
違
反
な

ど
︑
重
大
な
違
反
を
確
認
し

た
場
合
に
は
︑
相
互
に
通
報

す
る
こ
と
に
よ
り
︑
監
査
︑

監
督
の
端
緒
と
し
て
い
る
︒

　

今
回
︑
軽
井
沢
ス
キ
ー
バ

ス
事
故
を
受
け
て
６
月
に
ま

と
め
ら
れ
た
総
合
的
な
対
策

を
踏
ま
え
︑
こ
の
通
報
対
象

に
︑
労
働
安
全
衛
生
法
に
基

づ
く
健
康
診
断
の
未
受
診
事

案
を
追
加
し
︑
健
康
起
因
事

故
の
防
止
に
向
け
︑
厚
生
労

働
省
と
の
連
携
を
強
化
し
て

い
く
こ
と
に
し
た
も
の
だ
︒

　

相
互
通
報
制
度
は
︑
バ
ス

す
る
︒

　

全
国
労
働
衛
生
週
間
は
︑

労
働
者
の
健
康
管
理
や
職
場

環
境
の
改
善
な
ど
︑
労
働
衛

生
に
関
す
る
国
民
の
意
識
を

高
め
る
と
と
も
に
︑
職
場
で

の
自
主
的
な
活
動
を
促
し
て

労
働
者
の
健
康
を
確
保
す
る

こ
と
な
ど
を
目
的
に
︑
昭
和

25
年
か
ら
毎
年
実
施
さ
れ
て

い
る
も
の
で
︑今
年
で
67
回
目
︒

　

毎
年
10
月
１
日
か
ら
７
日

ま
で
を
本
週
間
︑
９
月
１
日

か
ら
30
日
ま
で
を
準
備
期
間

と
し
︑
各
職
場
で
職
場
巡
視

や
ス
ロ
ー
ガ
ン
提
示
︑
労
働

衛
生
に
関
す
る
講
習
会
・
見

学
会
の
開
催
な
ど
︑
様
々
な

取
り
組
み
を
展
開
す
る
よ
う

求
め
て
い
る
︒
全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
お
よ
び
都
道
府
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
は
︑
厚
労

省
か
ら
の
協
力
依
頼
を
受

け
︑
９
月
の
準
備
期
間
お
よ

び
本
週
間
に
お
い
て
︑
労
働

安
全
衛
生
活
動
に
取
り
組
む

こ
と
と
し
て
い
る
︒

ト
ラ
ッ
ク
運
送
分
野
の
大
企

業
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
を
報
告

下
請
等
中
小
企
業
の
取
引

条
件
改
善
に
関
す
る
関
係

府
省
等
連
絡
会
議

　

政
府
は
８
月
19
日
︑
首
相

官
邸
で
第
７
回
下
請
等
中
小

企
業
の
取
引
条
件
改
善
に
関

す
る
関
係
府
省
等
連
絡
会
議

を
開
き
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
分

野
に
お
け
る
大
企
業
ヒ
ア
リ

ン
グ
の
実
施
結
果
が
報
告
さ

れ
た
︒

　

そ
れ
に
よ
る
と
︑
ト
ラ
ッ

ク
運
送
事
業
者
か
ら
は
︑﹁
荷

待
ち
料
金
︑
附
帯
料
金
等
の

コ
ス
ト
を
負
担
し
て
も
ら
え

て
い
な
い
﹂
と
の
声
が
聞
か

れ
た
が
︑
運
賃
・
料
金
に
つ

い
て
﹁（
他
社
と
の
競
合
も
あ

り
）交
渉
で
き
る
か
が
問
題
﹂

と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か

っ
た
︒
他
方
で
︑
荷
主
企
業

か
ら
は
﹁
原
価
計
算
に
基
づ

い
た
価
格
交
渉
が
さ
れ
て
い

な
い
﹂
と
の
指
摘
も
あ
っ
た

こ
と
か
ら
︑
国
土
交
通
省
で

は
﹁
価
格
交
渉
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
﹂
を
作
成
し
︑
特
に
中
小

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
に
お

け
る
原
価
計
算
の
実
施
と
︑

そ
れ
に
基
づ
く
交
渉
を
浸
透

さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
︒

　

ま
た
︑
独
占
禁
止
法
・
下

請
法
と
の
関
係
で
︑
問
題
と

な
り
得
る
行
為
の
例
な
ど
を

示
し
た
事
例
集
を
作
成
し
︑

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
が
荷

主
企
業
や
元
請
事
業
者
に
対

し
︑
必
要
な
コ
ス
ト
負
担
に

つ
い
て
交
渉
し
や
す
い
環
境

を
整
え
て
い
く
︒

　

国
交
省
で
は
︑
年
内
を
目

途
に
事
例
集
や
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
を
作
成
し
︑
周
知
を
図
る

方
針
だ
︒

平
成
28
年
度
「
全
国
労
働

衛
生
週
間
」
を
実
施

10
月
１
日
〜
７
日

　

厚
生
労
働
省
は
10
月
１
日

か
ら
７
日
ま
で
︑﹁
健
康
職

場　

つ
く
る　

ま
も
る
は　

み
ん
な
が
主
役
﹂
を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
︑
平
成
28
年
度
﹁
全

国
労
働
衛
生
週
間
﹂
を
実
施

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
死
亡
事

故
件
数
28
件
減
少

平
成
28
年
７
月
末

　

警
察
庁
が
こ
の
ほ
ど
発
表

し
た
﹁
交
通
事
故
統
計
（
平

成
28
年
７
月
末
）﹂
に
よ
る

と
︑
28
年
７
月
末
ま
で
の
事

業
用
ト
ラ
ッ
ク
を
第
一
当
事

者
と
す
る
死
亡
事
故
件
数
は

１
５
１
件
と
︑
前
年

同
期
比
で
28
件
減

少
し
た
︒

　

な
お
︑
７
月
単

月
の
件
数
は
︑
大

型
車
９
件
（
前
年

同
期
比
▲
６
件
）︑

中
型
車
９
件
（
同

±
０
件
）︑
普
通
車

０
件
（
同
±
０
件
）

で
︑
昨
年
よ
り
６

件
減
少
し
た
︒

募集人員 32 人

受講資格

①（一社）東京都トラック協会会員事業者の役員、または
その社員で経営管理職の経験３年以上の方、もしくはこれ
に準ずる方
②関東トラック協会会員事業者の役員、またはその社員で
経営管理職の経験３年以上の方、もしくはこれに準ずる方
③その他、特に会長が認めた方

申し込み
手続き期限 平成28年９月30日㈮

申し込み先

募集パンフレットに付属の受講申込書（東京都トラック協会ホ
ームページ［HP］よりダウンロード可能）に必要事項を記載の上、
所属支部（関東各県トラック協会会員の場合は所属協会）を
経由し、東ト協教育研修部宛てに郵送または FAXで申し込み
（その他の方は直接教育研修部へ）
※募集パンフレットは東ト協各支部にも配布してあります。

研修期間 平成 28年 10月 26日㈬�～�29 年 8月 2日㈬
※修了式は平成 29年 9月 5日㈫

授業時間 総計 145時間

受講料
⑴東ト協会員事業者の役員およびその社員：�35万円（税込み）
⑵関ト協会員事業者の役員およびその社員：�35万円（税込み）
⑶その他：40万円（税込み）

授業予定
日時・場所

日時：原則として水曜日　13時 30分～ 17時 45分
　　　（※講師の都合により曜日・時間変更の場合あり）
場所：東京都トラック総合会館 6階研修室他

問い合わせ先
東京都トラック協会�教育研修部
〒 160-0004�東京都新宿区四谷 3-1-8
☎ 03-3359-4137 ／ FAX�03-3359-6020

※年間時間割およびカリキュラムや申し込み方法等の詳細は東ト協 HPを参照。

第17期「物流経営士資格認定講座」受講生を募集
申し込みは9月30日㈮まで

東京都トラック協会

図　事業用貨物車に係る第一当事者死亡事故件数
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表 重点点検項目（①関係）
点検時期

点検箇所
3か月点検 12か月点検

走行装置 ホイール
タイヤの状態 同左

ホイール・ナットおよび
ホイール・ボルトの緩み

ホイール・ナットおよび
ホイール・ボルトの損傷

原動機 燃料装置 燃料漏れ 同左

電気装置 電気配線 接続部の緩みおよび損傷 同左

制動装置 ホースおよび
パイプ

漏れ、損傷および
取付状態 同左
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高
島
運
輸
は
︑
萬
木
秀
哉

社
長
の
父
親
で
あ
る
︑
先
代

社
長
の
萬
木
進
氏
（
現
代
表

取
締
役
会
長
）
に
よ
っ
て
設

立
さ
れ
た
︒

　

進
氏
は
昭
和
12
年
に
滋
賀

県
高
島
町
（
現
高
島
市
）
で

生
ま
れ
た
︒
元
々
萬
木
家
は

高
島
町
内
で
旅
館
を
営
ん
で

い
た
が
︑
旅
館
業
は
長
男
で

あ
る
進
氏
の
兄
が
引
き
継
い

だ
た
め
︑
進
氏
は
親
戚
が
経

営
し
て
い
る
京
都
の
呉
服
問

屋
で
働
く
こ
と
と
な
っ
た
︒

し
か
し
︑
進
氏
の
父
親
の
意

向
を
受
け
て
︑
進
氏
は
呉
服

問
屋
を
退
職
し
て
地
元
に
戻

っ
て
く
る
︒
実
家
に
戻
っ
た

進
氏
は
両
親
と
話
し
合
い
︑

運
送
業
を
立
ち
上
げ
る
こ
と

を
決
め
︑
昭
和
27
年
に
エ
ビ

ス
ヤ
運
送
店
を
開
業
︒
昭
和

47
年
に
は
高
島
町
の
北
に
隣

接
す
る
安
曇
川
町
（
現
高
島

市
）
の
︑
旧
国
道
１
６
１
号

沿
い
の
西
万
木
地
区
に
拠
点

を
移
し
︑
高
島
運
輸
㈱
を
設

立
し
た
︒

　

高
島
市
は
︑
古
く
か
ら
綿

織
物
の
生
産
が
盛
ん
で
あ
っ

た
︒
進
氏
は
織
物
業
者
と
の

人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築

し
︑
繊
維
製
品
の
輸
送
を
手

が
け
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ

の
後
︑
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
や
繊

維
業
の
衰
退
な
ど
数
々
の
危

機
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
が
︑
進
氏
は
新
た
な
取

引
先
の
開
拓
を
精
力
的
に
推

し
進
め
︑
会
社
の
安
定
的
な

経
営
に
尽
力
し
た
︒

　

な
お
︑
現
社
長
で
あ
る
秀

哉
氏
が
生
ま
れ
た
の
は
昭
和

49
年
の
こ
と
で
あ
る
︒

　

事
業
が
拡
大
し
た
た
め
に

本
社
が
手
狭
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
︑
平
成
２
年
に
西
万
木

地
区
か
ら
現
在
地
（
高
島
市

安
曇
川
町
五
番
領
）
に
移
転

し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
移
転
の

４
日
前
に
進
氏
は
心
筋
梗
塞

に
よ
り
倒
れ
て
し
ま
う
︒
当

時
進
氏
は
52
歳
で
︑
ま
だ
ま

だ
働
き
盛
り
の
年
齢
で
あ

る
︒
父
が
倒
れ
た
の
を
目
の

当
た
り
に
し
た
秀
哉
氏
は
会

社
の
行
く
末
を
非
常
に
心
配

　

大
学
卒
業
を
目
前
に
控

え
︑
秀
哉
氏
は
卒
業
後
の
進

路
に
つ
い
て
実
家
の
両
親
に

相
談
し
た
︒
秀
哉
氏
は
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
関
係
の
仕
事
に
興

味
が
あ
っ
た
反
面
︑
運
送
業

を
継
ご
う
と
い
う
気
持
ち
は

当
時
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
い

う
︒
息
子
の
心
の
う
ち
を
知

っ
た
進
氏
は
︑﹁
ま
ず
３
年
間

他
の
企
業
に
勤
め
て
︑
社
会

経
験
を
積
ん
で
こ
い
﹂
と
秀

哉
氏
に
告
げ
た
︒
そ
の
言
葉

を
受
け
︑
秀
哉
氏
は
名
古
屋

に
あ
る
シ
ス
テ
ム
会
社
に
就

職
し
た
︒

　

就
職
し
て
２
年
半
が
過
ぎ

た
11
年
の
正
月
︑
帰
省
し
た

秀
哉
氏
は
進
氏
に
会
社
の
様

子
を
聞
い
た
︒
す
る
と
進
氏

は
︑﹁
新
た
な
事
業
を
始
め

る
の
で
人
材
が
必
要
だ
︒
実

家
に
戻
っ
て
く
れ
な
い
か
﹂

と
秀
哉
氏
に
切
り
出
し
た
︒

し
か
し
︑突
然
の
申
し
出
に
︑

秀
哉
氏
は
答
え
に
躊
躇
し

た
︒
進
氏
は
﹁
両
親
二
人
で

こ
こ
ま
で
築
き
上
げ
て
き
た

会
社
を
他
人
に
渡
し
て
し
ま

っ
て
も
い
い
の
か
﹂と
一
喝
し
︑

帰
郷
を
強
く
迫
っ
た
︒﹁
運

送
業
界
を
一
か
ら
勉
強
し
︑

一
代
で
成
長
さ
せ
た
会
社
を

何
と
し
て
も
守
り
抜
き
︑
未

来
永
劫
ま
で
事
業
を
継
続
さ

せ
た
い
﹂︒
創
業
者
で
あ
る
父

親
の
強
い
気
持
ち
に
心
打
た

れ
た
秀
哉
氏
は
︑
シ
ス
テ
ム

し
た
と
い
う
︒
し
か
し
︑
適

切
な
治
療
の
甲
斐
あ
っ
て
進

氏
は
見
事
病
か
ら
回
復
し
︑

再
び
経
営
者
と
し
て
業
務
内

容
の
さ
ら
な
る
充
実
を
目
指

し
て
邁
進
し
た
︒
進
氏
が
業

務
に
復
帰
し
た
の
ち
の
平
成

４
年
︑
秀
哉
氏
は
神
奈
川
県

の
大
学
に
進
学
し
て
い
る
︒

会
社
の
退
職
を
決
意
し
︑
25

歳
で
同
社
に
就
職
し
た
︒

　

運
送
業
界
未
経
験
で
入
社

し
た
秀
哉
氏
は
︑
ま
ず
集
荷

や
配
達
な
ど
の
仕
事
を
行

い
︑経
験
を
養
っ
た
︒そ
の
後
︑

新
事
業
の
準
備
に
携
わ
る
こ

と
に
な
る
︒
こ
れ
ま
で
大
阪

に
あ
っ
た
大
手
電
機
メ
ー
カ

ー
の
物
流
セ
ン
タ
ー
が
高
島

市
内
に
移
転
す
る
こ
と
か

ら
︑
同
社
が
そ
の
運
営
を
任

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

　

し
か
し
︑
同
社
に
は
こ
れ

ま
で
物
流
セ
ン
タ
ー
運
営
の

ノ
ウ
ハ
ウ
が
な
か
っ
た
︒
そ
の

た
め
︑
ま
ず
秀
哉
氏
を
大
阪

の
物
流
セ
ン
タ
ー
に
派
遣
︒

秀
哉
氏
は
物
流
セ
ン
タ
ー
の

運
営
に
つ
い
て
懸
命
に
学
ん

だ
︒
同
年
11
月
に
高
島
市
内

に
物
流
セ
ン
タ
ー
が
完
成
す

る
と
︑
秀
哉
氏
は
大
阪
か
ら

高
島
に
戻
り
物
流
セ
ン
タ
ー

の
管
理
を
手
が
け
る
と
と
も

に
︑
大
阪
で
学
ん
で
き
た
知

識
を
他
の
社
員
達
に
教
育
す

る
と
い
う
役
割
も
担
う
こ
と

に
な
る
︒

　

そ
れ
と
と
も
に
︑
早
く
顔

と
名
前
を
覚
え
て
も
ら
う
た

め
に
︑
秀
哉
氏
は
進
氏
の
代

わ
り
に
取
引
先
に
出
向
き
︑

営
業
活
動
を
行
う
よ
う
に
な

っ
た
︒
進
氏
が
長
年
滋
賀
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
湖
西
支
部
長

を
務
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑

滋
賀
県
ト
協
の
会
合
や
セ
ミ

ナ
ー
な
ど
に
も
積
極
的
に
参

加
し
︑
他
の
運
送
会
社
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
も
徐

々
に
進
め
て
い
っ
た
︒

　

秀
哉
氏
が
専
務
に
就
任
し

て
か
ら
ほ
ど
な
く
︑
同
社
に

ベ
テ
ラ
ン
社
員
が
入
社
し
た
︒

秀
哉
氏
は
こ
の
社
員
か
ら
︑

社
員
の
動
か
し
方
や
取
引
先

や
金
融
機
関
な
ど
と
の
交
渉

方
法
︑
そ
し
て
経
営
者
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
幅
広
い
知
識

や
経
験
︑
作
法
な
ど
︑
様
々

な﹁
経
営
者
と
し
て
の
教
育
﹂

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
︒

　

こ
の
社
員
は
︑
入
社
前
に

大
手
運
送
会
社
の
滋
賀
県
内

　

進
氏
は
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送

業
界
の
発
展
や
︑
地
元
経
済

の
活
性
化
へ
の
取
り
組
み
な

ど
が
高
く
評
価
さ
れ
︑
22
年

秋
に
は
旭
日
双
光
章
受
章
の

栄
誉
に
輝
い
た
︒
そ
の
受
章

を
前
に
︑﹁
進
氏
が
健
在
な

う
ち
に
事
業
承
継
を
行
い
︑

秀
哉
氏
に
社
長
の
座
を
譲
っ

て
は
ど
う
か
﹂
と
い
う
ア
ド

バ
イ
ス
が
指
導
係
か
ら
進
氏

に
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
︒

　

そ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
︑

24
年
正
月
︑
秀
哉
氏
は
進
氏

か
ら
﹁
こ
の
４
月
か
ら
社
長

を
引
き
継
い
で
く
れ
な
い
か
﹂

と
い
う
話
を
受
け
た
︒
秀
哉

氏
は﹁
つ
い
に
回
っ
て
き
た
か
﹂

と
覚
悟
を
決
め
た
︒

　

秀
哉
氏
が
社
長
に
就
任
す

る
ま
で
の
３
か
月
間
は
︑
取

引
先
へ
の
あ
い
さ
つ
回
り
や
︑

社
長
交
代
に
際
し
て
必
要
と

な
っ
て
く
る
関
係
書
類
の
提

出
や
書
き
換
え
な
ど
に
追
わ

　

秀
哉
氏
は
︑
同
社
で
の
様

々
な
経
験
を
通
じ
て
︑
運
送

業
界
で
の
ス
キ
ル
を
着
実
に

高
め
て
い
っ
た
︒
し
ば
ら
く

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
勤
務
し
た

の
ち
︑
秀
哉
氏
は
20
年
に
専

務
取
締
役
に
昇
格
し
た
︒

に
あ
る
営
業
所
長
を
務
め
上

げ
︑
定
年
退
職
し
て
い
た
人

物
で
あ
る
︒
滋
賀
県
ト
協
の

湖
西
支
部
長
だ
っ
た
進
氏
と

は
顔
な
じ
み
で
あ
り
︑
進
氏

と
こ
の
社
員
は
心
の
中
か
ら

信
頼
し
合
え
る
関
係
な
の
だ

と
い
う
︒
そ
の
た
め
︑
進
氏

か
ら
の
強
い
要
請
で
彼
は
同

社
に
入
社
し
た
︒

　

実
は
︑
彼
の
入
社
に
は
大

き
な
狙
い
が
あ
っ
た
︒

　

こ
の
世
に
は
様
々
な
人
間

れ
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
こ
れ

ま
で
唯
一
進
氏
が
行
っ
て
い

た
金
融
機
関
関
係
業
務
に
つ

い
て
も
︑
社
長
と
な
る
秀
哉

氏
が
行
う
こ
と
に
な
っ
た
︒

同
社
と
取
引
を
し
て
い
る
銀

行
に
は
地
元
支
店
の
取
引
先

で
構
成
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
が

あ
り
︑
進
氏
が
12
年
に
わ
た

っ
て
グ
ル
ー
プ
の
会
長
を
務

め
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
秀
哉

氏
へ
の
引
き
継
ぎ
も
ス
ム
ー

ズ
に
進
ん
だ
そ
う
だ
︒

　

秀
哉
氏
は
24
年
４
月
︑
38

歳
で
代
表
取
締
役
社
長
に
就

任
し
︑
進
氏
は
74
歳
で
代
表

取
締
役
会
長
と
な
っ
た
︒
進

氏
が
築
き
上
げ
て
き
た
会
社

を
秀
哉
氏
は
そ
の
ま
ま
受
け

継
ぎ
な
が
ら
も
︑
流
動
化
す

る
経
済
情
勢
の
中
で
︑
荷
主

の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
す

る
こ
と
を
目
指
し
て
業
務
の

さ
ら
な
る
充
実
化
を
図
っ
て

い
る
︒

関
係
が
あ
る
が
︑

そ
の
中
で
も
最
も

難
し
い
の
が
﹁
親

子
関
係
﹂
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
事

業
承
継
に
お
い
て

も
︑
同
族
企
業

の
場
合
は
ビ
ジ
ネ

ス
ラ
イ
ク
に
事
を

進
め
る
こ
と
が
難

し
い
局
面
に
陥
り

や
す
い
た
め
︑
結
果
と
し
て

承
継
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逸
し

て
し
ま
い
か
ね
な
い
︒

　

例
え
ば
﹁
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ

を
社
長
か
ら
学
ぶ
﹂
よ
う
な

場
合
に
︑
同
族
企
業
で
は
実

の
親
か
ら
直
接
聞
く
こ
と
に

気
恥
ず
か
し
さ
を
覚
え
︑
遠

慮
し
て
し
ま
う
子
供
も
い
る
︒

ま
た
︑
唐
突
に
事
業
承
継
の

話
を
持
ち
出
す
こ
と
で
︑
経

営
者
で
あ
る
親
は
﹁
経
営
か

ら
の
退
場
を
子
か
ら
宣
告
さ

れ
た
﹂
と
も
受
け
止
め
か
ね

ず
︑
親
子
関
係
が
ギ
ク
シ
ャ

ク
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な

り
か
ね
な
い
︒

　

そ
う
し
た
こ
と
が
続
く

と
︑
会
社
存
続
の
た
め
に
必

要
と
な
る
事
業
承
継
が
︑
会

社
の
経
営
を
担
う
親
子
の
間

で
﹁
触
れ
ら
れ
た
く
な
い
タ

ブ
ー
﹂
に
な
り
か
ね
な
い
︒

承
継
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
︑

　

同
社
の
経
営
面
に
お
け
る

今
後
に
向
け
た
課
題
に
つ
い

て
︑
秀
哉
氏
に
聞
い
た
︒

　
﹁
会
社
と
し
て
進
む
べ
き
道

が
明
確
に
な
っ
て
い
れ
ば
︑

社
長
が
変
わ
っ
て
も
し
っ
か

り
と
し
た
会
社
に
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
︒

今
後
に
向
け
て
は
︑
自
分
と

同
じ
思
い
を
も
っ
た
社
員
を

ど
れ
だ
け
育
て
る
こ
と
が
で

き
る
か
が
重
要
に
な
っ
て
き

ま
す
︒
前
社
長
を
支
え
て
き

た
幹
部
社
員
が
定
年
を
迎
え

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
今
後
は

幹
部
社
員
の
後
継
者
を
育
て

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
﹂（
同
）

　

同
社
で
は
次
世
代
の
幹
部

社
員
育
成
を
企
図
し
て
︑
ミ

ー
テ
ィ
ン
グ
等
で
の
情
報
共

有
を
強
化
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
現
在
42
歳
に

な
る
秀
哉
氏
に
は
２
人
の
子

供
が
い
る
︒
秀
哉
氏
は
子
供

達
の
こ
と
を
﹁
将
来
の
３
代

目
候
補
﹂
と
し
て
期
待
し
て

い
る
そ
う
だ
︒
し
か
し
︑
次

予
期
せ
ぬ
事
態
に
よ
っ
て
突

如
経
営
者
不
在
の
状
況
に
至

っ
た
場
合
︑
残
さ
れ
た
遺
族

や
社
員
達
は
や
む
な
く
﹁
廃

業
﹂
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
て
し
ま
う
︒つ
ま
り
︑﹁
親

子
間
の
甘
え
過
ぎ
・
遠
慮
し

過
ぎ
﹂
は
︑
円
滑
な
事
業
承

継
の
遂
行
に
お
い
て
は
命
取

り
に
な
っ
て
し
ま
う
︒

　

同
社
で
は
︑
指
導
係
と
し

て
ノ
ウ
ハ
ウ
に
長
け
︑
信
頼

の
お
け
る
他
人
を
あ
え
て
入

れ
る
こ
と
で
︑﹁
親
子
間
の
甘

え
過
ぎ
・
遠
慮
し
過
ぎ
﹂
を

排
除
し
︑
経
営
者
と
し
て
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
後
継
者
に
着
実

に
蓄
積
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
︑

円
滑
な
事
業
承
継
へ
の
仕
組

み
づ
く
り
に
繋
げ
て
い
る
︒

　
﹁
父
か
ら
だ
と
直
接
聞
き

づ
ら
い
内
容
で
も
︑
他
人
か

ら
聞
く
こ
と
で
素
直
な
気
持

ち
で
頭
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
︑
そ
の
後
の
会
社
経
営
に

活
か
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒

社
長
に
な
っ
た
い
ま
振
り
返

る
と
︑
指
導
係
の
方
の
ア
ド

バ
イ
ス
が
非
常
に
有
難
か
っ

た
で
す
﹂（
萬
木
秀
哉
社
長
）

　

秀
哉
氏
が
専
務
取
締
役
に

就
任
し
て
か
ら
３
年
ほ
ど
︑

指
導
係
に
よ
る
教
育
が
続
い

た
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
実
務

経
験
も
一
層
積
み
上
げ
て
い

っ
た
︒
秀
哉
氏
が
社
長
に
就

任
す
る
直
前
に
は
︑
社
長
に

代
わ
っ
て
ほ
と
ん
ど
の
職
務

を
担
う
ま
で
に
な
っ
て
い
た
︒

男
は
父
親
の
仕
事
に
対
し
て

興
味
を
も
っ
て
い
る
よ
う
だ

が
︑
長
男
は
あ
ま
り
興
味
が

な
さ
そ
う
だ
と
い
う
︒﹁
私

が
父
に
強
く
言
わ
れ
て
心
を

決
め
た
よ
う
に
︑
今
度
は
私

が
﹃
会
社
を
他
人
に
譲
っ
て

も
い
い
の
か
﹄
と
強
く
言
わ

な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
﹂
と
︑

秀
哉
氏
は
は
に
か
ん
だ
笑
顔

を
見
せ
た
︒

（
取
材
協
力
）
高
島
運
輸
㈱

　

萬
木
進
代
表
取
締
役
会

長
︑
萬
木
秀
哉
代
表
取
締
役

社
長

　

少
子
高
齢
化
問
題
が
深
刻
化
の
一
途
を
た
ど
る
わ
が
国

で
︑
近
年
後
継
者
難
に
苦
し
ん
で
い
る
中
小
企
業
が
増
加

傾
向
に
あ
る
︒
経
営
者
の
高
齢
化
が
日
本
企
業
全
体
に
広

が
り
つ
つ
あ
る
中
︑
企
業
の
次
世
代
を
担
う
若
い
経
営
者

等
へ
の
事
業
承
継
が
円
滑
に
進
ま
な
け
れ
ば
︑
最
終
的
に

廃
業
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
企
業
が
続
出
し
︑
今
後
全

国
で
多
く
の
雇
用
の
場
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ

る
︒
中
小
企
業
に
お
い
て
は
︑
事
業
承
継
問
題
は
待
っ
た

な
し
の
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　

そ
こ
で
本
特
集
で
は
４
回
に
わ
た
り
︑
近
年
事
業
承
継

に
踏
み
切
っ
た
中
小
運
送
事
業
者
に
お
け
る
事
例
を
紹
介
︒

実
際
に
行
わ
れ
た
事
業
承
継
に
関
す
る
取
り
組
み
や
︑
事

業
承
継
前
後
に
お
け
る
問
題
点
へ
の
対
応
な
ど
に
つ
い
て

取
り
上
げ
て
い
く
︒

　

第
２
回
目
と
な
る
今
回
は
︑
平
成
24
年
に
前
社
長
か
ら

現
社
長
へ
の
事
業
承
継
を
行
っ
た
︑
高
島
運
輸
㈱
（
萬ゆ

る

ぎ木

秀
哉
代
表
取
締
役
社
長
）
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
紹
介
す

る
︒

経
営
者
と
し
て
の
手
腕
を
存
分
に
発
揮

一
代
で
会
社
を
大
き
く
育
て
た
先
代
社
長

父
親
の
説
得
が
功
を
奏
し
入
社
を
決
意

新
事
業
立
ち
上
げ
を
通
じ
業
界
を
学
ぶ

客
観
的
な
観
点
か
ら
経
営
の
あ
り
方
を
指
導

同
族
企
業
特
有
の
甘
え
・
遠
慮
を
断
つ

経
営
者
と
し
て
の
会
社
へ
の
情
熱
を
共
有
化

事
業
運
営
を
支
え
る
幹
部
候
補
の
育
成
へ

中小運送事業者における

事業承継特集
「
わ
が
社
を
何
と
し
て
も
守
り
抜
く
」
創
業
者
の
熱
意
が
息
子
を
動
か
す

後
継
者
の
成
長
の
決
め
手
と
な
っ
た
「
外
部
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
教
育
」

第
２
回　

親
族
内
承
継
②

高
島
運
輸
株
式
会
社
（
滋
賀
県
高
島
市
）

会社名　　高島運輸株式会社
代表者　　萬木秀哉代表取締役社長
所在地　　滋賀県高島市安曇川町五番領151-1
設　立　　昭和47年３月６日
資本金　　3,000万円
従業員数　50人（グループ全体）
所有台数　20台

会社概要

高
島
市
安
曇
川
町

に
あ
る
本
社
。
物
流

セ
ン
タ
ー
も
併
設

し
て
い
る

創業者である萬木進会長㊧と萬木秀哉社長㊨
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　問題は、1ページから30ページまでの30問です。
　答えを記入の際は、各問題の設問の指示に従い解答して下さい。
　なお、解答にあたっては、各問及び各選択肢に記載された事項以外は、考慮し
ないものとして下さい。
　また、設問で求める数と異なる数の解答をしたもの、及び複数の解答を求める
問題で一部不正解のものは、正解としません。

���※問題文は原文のまま掲載しています。

1.   貨物自動車運送事業法関係
問1　貨物自動車運送事業法における定義についての次の記述のうち、誤っているも
のを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪以上
の軽自動車及び二輪の自動車を除く。）を使用して貨物を運送する事業であって、特定
貨物自動車運送事業以外のものをいう。
　2．貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、
貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
　3．貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送
事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経
営する者の行う運送（自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。）を利用し
てする貨物の運送をいう。
　4．特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営
業所その他の事業場（以下「事業場」という。）において集貨された貨物の仕分を行い、
集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送
された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当
該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

問 2　貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める貨物自動車運送事業者の過労運転
の防止についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢（1～8）
から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに A 事業用
自動車の運転者（以下「運転者」という。）を常時選任しておかなければならない。
　2．前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、 B 以内の期間
を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者（14日を超えて引き続き使用される
に至った者を除く。）であってはならない。
　3．貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する
従業員（以下「乗務員」という。）の C の把握に努め、疾病、疲労その他の理由に
より D 運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業
用自動車に乗務させてはならない。

問 3　次の記述のうち、運行管理者の行わなければならない業務として、正しいもの
を2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各
選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあると
きは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を
講ずること。
　2．一般貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し
て緊急を要する事項に限り、遅滞なく、助言を行うこと。
　3．法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及
び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに国土交通大臣が告示
で定めるアルコール検知器を備え置くこと。
　4．運転者に対し、道路運送車両法第 47条の2第1項及び第2項の規定による
点検（日常点検）を実施し、又はその確認をすることについて、指導、監督を行うこと。

問 4　次の記述のうち、貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者（以下「運
転者」という。）に対する乗務前の点呼（運転者の所属する営業所において対面で行う
ものに限る。）において、運行管理者が法令の定めにより実施しなければならない事項
として正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．「道路運送車両法第 47条の2第1項及び第2項の規定による点検（日常点検）
の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。
　2．「酒気帯びの有無」について、報告を求めるとともに、運転者の状態を目視等
で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器（国土交
通大臣が告示で定めるもの。）を用いて確認を行う。
　3．「疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無」
について報告を求め、確認を行う。
　4．「貨物の積載重量及び貨物の積載状況」について報告を求め、及び確認を行う。
　5．「事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示」をする。

問 5　次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事
故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを1つ選び、解答用紙の
該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている
事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業用自動車が踏切を通過中、その先の道路が渋滞していたため前車に続き停
車したところ、当該自動車の後部が踏切内に残った状態となり、そこに進行してきた
列車と接触事故を起こした。
　2．事業用自動車が左折したところ、左後方から走行してきた自転車を巻き込む事
故を起こした。この事故で、当該自転車に乗車していた者に20日間の医師の治療を
要する傷害を生じさせた。
　3．事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に
衝突した後、運転席側を下にして横転した状態で道路上に停車した。この事故で、当
該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。
　4．高速自動車国道を走行中の事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業
用被けん引自動車と当該けん引自動車が分離した。

問 6　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の運行管理者の選任等
に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマー
クしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮し
ないものとする。

　1．事業者は、事業用自動車（被けん引自動車を除く。）の運行を管理する営業所ご
とに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数（その数
に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）に1を加算して得た数
以上の運行管理者を選任しなければならない。
　2．事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣
が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの
（基礎講習）を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者（補
助者）を選任することができる。
　3．事業者は、次の①又は②の場合には、当該事故又は当該処分（当該事故に起
因する処分を除く。以下「事故等」という。）に係る営業所に属する運行管理者に、事
故等があった日の属する年度及び翌年度（やむを得ない理由がある場合にあっては、
当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講
習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度）に基礎講習又は一般講習を受
講させなければならない。
　①　死者又は重傷者（法令で定めるもの。）を生じた事故（以下「事故」という。）を
引き起こした場合
　②　貨物自動車運送事業法第33 条（許可の取消し等）の規定による処分（輸送の
安全に係るものに限る。以下「処分」という。）の原因となった違反行為をした場合
　4．事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場
合には、これに係る営業所に属する運行管理者（当該営業所に複数の運行管理者が
選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有
する者として運輸支局長等が指定した運行管理者）に、当該事故の報告書を運輸支局
長等に提出した日又は当該処分のあった日から1年（やむを得ない理由がある場合に
あっては、1年 6ヵ月）以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなけれ
ばならない。

問 7　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の事業用自動車の運行
の安全を確保するために、特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省
告示で定める特別な指導等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解
答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定し
た高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機
能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考え
るよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。
　2．特別な指導を要する事故惹起運転者とは、死者又は重傷者（法令で定めるもの。）
を生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者（法令で定めるもの。）を生じた事
故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運
転者をいう。
　3．事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新た
に雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する
自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等に
より、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。
　4．事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない
事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合
を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ
月以内に実施する。

問 8　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の事業用自動車の運行
に係る記録等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当
する欄にマークしなさい。

　1．事業者は、車両総重量が 8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動
車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運
転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年
間保存しなければならない。
　2．事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示
書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。
　3．事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合に
は、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなっ
た年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。
　4．事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事
業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下
において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に
基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及
び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに
指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において
3年間保存しなければならない。

2．道路運送車両法関係
問 9　自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用
紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されて
いる事項以外は考慮しないものとする。

　1．登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があっ
た日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
　2．自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法
令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更につ
いて、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
　3．臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可
番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を
備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、
その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返
納しなければならない。
　4．登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合
には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

問10　自動車の検査等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙
の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されてい
る事項以外は考慮しないものとする。

　1．自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自
動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
　2．自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条
（自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査）の規定による自動車検査証の
記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
　3．初めて自動車検査証の交付を受ける貨物の運送の用に供する事業用自動車であ
って、車両総重量 8トン未満の自動車の当該自動車検査証の有効期間は1年である。
　4．自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当
該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間
が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該
自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了す
る日の翌日とする。

問11　道路運送車両法に定める自動車の日常点検及び定期点検についての次の文中、
A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当
する欄にマークしなさい。

　1．自動車運送事業の用に供する自動車の A 又はこれを運行する者は、 B 、
国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他
の C に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
　2．自動車運送事業の用に供する自動車の A は、国土交通省令で定める技術上
の基準により、当該事業用自動車を D に点検しなければならない。
　A	 1．所有者	 2．使用者
　B	 1．１日１回、その運行の開始前において
	 2．自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期において
　C	 1．日常的	 2．定期的
　D	 1．６ヵ月毎	 2．3ヵ月毎

問12　道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のう
ち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
　なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．貨物の運送の用に供する自動車の車体後面には、最大積載量（タンク自動車に
あっては、最大積載量、最大積載容積及び積載物品名）を表示しなければならない。
　2．貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものの
後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定
める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
　3．貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動車
（乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に
類する自動車を除く。）の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人
員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものと
して、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければ
ならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。
　4．自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突
出している部分の最下部が地上 2メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触
した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。

3．道路交通法関係
問13　道路交通法に定める目的及び用語の意義についての次の記述のうち、正しいも
のを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けられてい
ない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路
の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。
　2．道路交通法の規定の適用については、身体障害者用の車いす、歩行補助車等
又は小児用の車を通行させている者は、歩行者とする。
　3．車両とは、自動車、原動機付自転車及びトロリーバスをいう。

　4．道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

問14　追越し等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当
する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項
以外は考慮しないものとする。

　1．車両は、法令に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路に
ある交差点を除き、交差点の手前の側端から前に30メートル以内の部分においては、
他の車両（軽車両を除く。）を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過
してはならない。
　2．車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においても、前
方を進行している原動機付自転車は追い越すことができる。
　3．車両は、道路のまがりかど付近、勾配の急な上り坂又は勾配の急な下り坂の道
路の部分においては、他の車両（軽車両を除く。）を追い越すため、進路を変更し、
又は前車の側方を通過してはならない。
　4．車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、
停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方
にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切
ってはならない。

問15　道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示についての次
の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用
紙の該当する欄にマークしなさい。

　車両の運転者が道路交通法第 66 条（過労運転等の禁止）の規定に違反して過労に
より A ができないおそれがある状態で車両を運転する行為（以下「過労運転」と
いう。）を当該車両の使用者（当該車両の運転者であるものを除く。）の業務に関して
した場合において、当該過労運転に係る B が当該車両につき過労運転を防止する
ため必要な C を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置
を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのな
いよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため D ことを
指示することができる。

　A	 1．運行の維持、継続	 	 2．正常な運転
　B	 1．車両の使用者		 	 2．車両の所有者
　C	 1．運行の管理	 	 	 2．労務の管理
　D	 1．必要な施設等を整備する	 2．必要な措置をとる

問16　車両等の運転者の遵守事項に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ
選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢
に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．車両等の運転者は、道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する
場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行しなければならない。
　2．車両等の運転者は、車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したと
きは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するた
め必要な措置を講じなければならない。
　3．車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規
定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バスの側方を通過するとき
は、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
　4．自動車等の運転者は、自動車等を運転する場合においては、当該自動車等が
停止しているときを除き、当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表
示用装置（道路運送車両法に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を
注視してはならない。

問17　大型貨物自動車に係る乗車又は積載の方法及び積載の制限（出発地の警察署
長が許可した場合を除く。）並びに過積載（車両に積載をする積載物の重量が法令によ
る制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。）についての次の記述の
うち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．積載物の高さは、3.8メートル（公安委員会が道路又は交通の状況により支障
がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内
において公安委員会が定める高さ）から自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
を超えないこと。
　2．警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転するこ
とを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復
して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車
の運転者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずるこ
とができる。
　3．車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、
後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、
車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととな
るような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
　4．積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10 分の1の長さを加えたものを
超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10 分の1
の長さを超えてはみ出してはならない。

4．労働基準法関係
問18　労働基準法（以下「法」という。）に定める労働契約等についての次の記述のう
ち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答に
あたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期
間及びその後 6週間並びに産前産後の女性が法第 65条（産前産後）の規定によって
休業する期間及びその後 6週間は、解雇してはならない。
　2．労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における
地位、賃金又は退職の事由（退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。）
について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなけれ
ばならない。
　3．使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、法第20 条の規定に基
づき、少くとも14日前にその予告をしなければならない。14日前に予告をしない使
用者は、14日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
　4．法第20条（解雇の予告）の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日
日雇い入れられる者」、「2ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に4
ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該
当する労働者については適用しない。

問19　労働基準法及び労働安全衛生法の定める健康診断に関する次の記述のうち、
誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答に
あたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、労働
安全衛生規則（以下、「衛生規則」という。）に定める既往歴及び業務歴の調査等の項
目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診
断を受けた後、6ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康
診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目に
ついては、この限りでない。
　2．事業者は、常時使用する労働者（深夜業を含む業務等衛生規則に定める業務
に従事する労働者を除く。）に対し、1年以内ごとに1回、定期に、衛生規則に定める
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
　3．事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配
置替えの際及び 6ヵ月以内ごとに1回、定期に、衛生規則に定める所定の項目につい
て医師による健康診断を行わなければならない。
　4．事業者は、衛生規則で定めるところにより、深夜業に従事する労働者が、自ら
受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合において、その健康
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平成28年度 運行管理者試験問題 貨 

物

　平成28年度第１回運行管理者試験（貨物）が、８月28日（日）に全
国47都道府県53会場で実施された。
　試験結果については、９月27日（火）午前９時に、合格者の受験番
号が（公財）運行管理者試験センターのホームページ（http://www.
unkan.or . jp/）に掲載される。また、合否結果は「試験結果通知
書」により受験者本人宛てに郵送される。

 1．乗務状況 2．2ヵ月 3．安全な 4．必要な資格を有する
 5．継続して 6．必要な員数の 7．3ヵ月 8．健康状態
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診断の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るもの
に限る。）に基づく医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事
業者に提出された日から2ヵ月以内に行わなければならない。

問20　「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める目的等について
の次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢（1～8）から選び、解
答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．この基準は、自動車運転者（労働基準法（以下「法」という。）第9条に規定す
る労働者であって、 A の運転の業務（厚生労働省労働基準局長が定めるものを除
く。）に主として従事する者をいう。）の労働時間等の改善のための基準を定めることに
より、自動車運転者の労働時間等の B を図ることを目的とする。
　2．労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下さ
せてはならないことはもとより、その C に努めなければならない。
　3．使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第36 条第1項の規定に基づき
臨時に D 又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくす
るように努めるものとする。

問21　貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以
下「改善基準」という。）において厚生労働省労働基準局長の定める「一般乗用旅客自
動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例に
ついて」（以下、「特例基準」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものを1
つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択
肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、改善基準第 4条
の1ヵ月についての拘束時間及び1日（始業時刻から起算して24時間をいう。以下
同じ。）の拘束時間等の規定にかかわらず、次の条件の下で貨物自動車運送事業に従
事する運転者（以下「トラック運転者」という。）を隔日勤務に就かせることができる。
（1）2暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、21時間を超え
てはならない。
（2）勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与えなければならない。
　2．使用者は、業務の必要上、トラック運転者（隔日勤務に就く運転者以外のもの。）
に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、
一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び
拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、
分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10 時間以上
でなければならないものとする。
　3．使用者は、トラック運転者（隔日勤務に就く運転者以外のもの。）が同時に1台
の事業用自動車に2人以上乗務する場合（車両内に身体を伸ばして休息することがで
きる設備がある場合に限る。）においては、1日についての最大拘束時間を20 時間
まで延長することができる。
　4．トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時
間及び休息期間は、フェリー乗船時間（乗船時刻から下船時刻まで）については、原
則として、休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基準第
4条の規定及び特例基準により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるも
のとする。ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を
除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の3分の1を下回ってはな
らない。

問22　下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の3日間の勤務状況の
例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下、
「改善基準」という。）に定める拘束時間及び連続運転の中断方法に関する次の記述
のうち、正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．各日の拘束時間は、1日目は12 時間 35分、2日目は11時間10 分、3日目は
12時間15分である。
　2．各日の拘束時間は、1日目は12 時間 35分、2日目は13 時間10 分、3日目は
12時間15分である。
　3．連続運転の中断方法が改善基準に違反している勤務日は、1日目及び3日目であり、
2日目は違反していない。
　4．連続運転の中断方法が改善基準に違反している勤務日は、2日目及び3日目であり、
1日目は違反していない。

問23　下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の
例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下「改
善基準」という。）に定める運転時間に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、一人乗務とし、「1ヵ月についての拘
束時間の延長に関する労使協定」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月に
ついての拘束時間を延長することができる月に該当するものとする。

　1．当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均し1日当たりの運転時間（以
下「1日当たりの運転時間」という。）及び2週間を平均し1週間当たりの運転時間（以
下「1週間当たりの運転時間」という。）は、改善基準に違反しているものがある。
　2．1日当たりの運転時間は改善基準に違反しているものがあるが、1週間当たりの
運転時間は改善基準に違反しているものはない。
　3．1日当たりの運転時間は改善基準に違反しているものはないが、1週間当たりの
運転時間は改善基準に違反しているものがある。
　4．1日当たりの運転時間及び1週間当たりの運転時間は、改善基準に違反してい
るものはない。

　5．実務上の知識及び能力
問24　運行管理の意義、運行管理者の役割等に関する次の記述のうち、適切なもの
には解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマーク
しなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しな

いものとする。
　1．運行管理者は、事業者に代わって法令に定められた事業用自動車の運行の安
全確保に関する業務を行い、交通事故を防止するという重要な役割を果たすことが求
められていることから、運行管理者以外に複数の補助者を選任し運行管理業務に当
たらせ、運行管理者は運行管理に関し、これらの補助者の指導・監督のみを行って
いる。
　2．運行管理者は、運行の安全に関する、改善すべき点及び運転者その他の従業
員の「現場の声」を踏まえた対策について、事業者に対し積極的に助言を行い、運行
の安全確保を図ることも重要な役割である。
　3．運行管理者は、運転者の指導教育を実施していく際、運転者一人ひとりの個性
に応じた助言・指導（カウンセリング）を行うことも重要である。そのためには、日頃
から運転者の性格や能力、事故歴のほか、場合によっては個人的な事情についても
把握し、そして、これらに基づいて助言・指導を積み重ねることによって事故防止を
図ることも重要な役割である。
　4．運行管理者は、自社の営業所において重大事故が発生したため、直ちに、情報
の収集を行い、事故の直接的及び間接的な要因として考えられる事故原因について分
析を行い、必要な再発防止策を検討・作成した。しかし、対策の実施及びその時期は
事業者の責任で行うべきであるので、これらの対策の実施を事業者に助言しなかった。

問25　点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、
適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっ
ては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．A営業所においては、運行管理者は昼間のみの勤務体制となっている。しかし、
運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の7割を
超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の
運行管理者の補助者に実施させている。運行管理者は、点呼を実施した当該補助者
に対し、点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。
　2．運行管理者が乗務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認し
ようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電によりすべて使用
できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備え
てある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。
　3．定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が
適切に行われ健康に問題がないと判断され、また、健康に問題があるときは、事前に
運行管理者等に申し出るよう指導している。このため、乗務前の点呼における疾病、
疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人か
ら体調不良等の申し出があるときには行っている。
　4．以前に自社の運転者が自動車運転免許の効力の停止の処分を受けているにもか
かわらず、事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理
規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認に
ついて明記した。運行管理者は、その後、乗務前の点呼の際の自動車運転免許証の
確認は、各自の自動車運転免許証のコピーにより行い、再発防止を図っている。

問26　運行管理者の業務上の措置等に関する次の記述のうち、適切なものには解答
用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。
なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．運行管理者は、運転者に対し乗務前の点呼を実施したところ、当該運転者から「乗
務する事業用トラックのワイパーブレードの劣化により払拭状態が不良である」との
報告を受けた。運行管理者は、本日の天気は晴れとの予報なので、運行には差し支
えないと考え、整備管理者に確認を求めず出庫させた。
　2．運行管理者は、貨物自動車運送事業法その他の法令に基づく運転者の遵守す
べき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な
運転に関する技能及び知識について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなけ
ればならない。ただし、その実施については、個々の運転者の運転に関する技能ある
いは過去の運転の経験等に応じて適切な時期に行えばよく、必ずしも継続的、計画
的に行わなくてもよい。
　3．4年前まで他の一般貨物自動車運送事業者において事業用自動車の運転者とし
て常時選任されていた者を一般貨物自動車運送事業の運転者として常時選任するため
に新たに雇い入れた。このため、運行管理者は初任運転者に対する適性診断を受診
させるとともに、特別な指導を当該運転者に行った後、大型トラックに乗務させた。
　4．運行管理者は、乗務終了後の点呼において乗務記録を回収したところ、運転者が
記載した筆跡がいつもと異なることに気づいたため、当該運転者に状況を確認した。本
人からは、最近ときどき手にしびれが出るが大事ではないとのことであったので、念のた
めその状況を家族に連絡したが、医師の診断を受けるようにとの指導は行わなかった。

問27　自動車の運転に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の
欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

　1．自動車のハンドルを切り旋回した場合、左右及び前後輪はそれぞれ別の軌跡を
通る。ハンドルを左に切った場合、左側の後輪が左側の前輪の軌跡に対し内側を通る
こととなり、この前後輪の軌跡の差を内輪差という。ホイールベースの長い大型車ほ
どこの内輪差が大きくなる。したがって、このような大型車を運転する運転者に対し、
交差点での左折時には、内輪差による歩行者や自転車等との接触、巻き込み事故に
注意するよう指導する必要がある。
　2．前方の自動車を大型車と乗用車から同じ距離で見た場合、それぞれの視界や見
え方が異なり、運転席が高い位置にある大型車の場合は車間距離に余裕がないよう
に感じ、乗用車の場合は車間距離に余裕があるように感じやすくなる。したがって、
運転者に対して、運転する自動車による車間距離の見え方の違いに注意して、適正な
車間距離をとるよう指導する必要がある。
　3．平成 26 年中の事業用貨物自動車が第1当事者となった人身事故件数は2万件
超である。過去10 年間の事業用貨物自動車の交通事故の発生状況を見ると、平成
21年頃までは減少幅が比較的大きかったものの、それ以降は減少傾向にあるが減少
幅が縮まる。事故内容別発生状況を見ると、追突事故が約半分を占めており、トラッ
ク事業者にとって追突事故対策は重要な課題となっている。このため、運転者に対して、
適正な車間距離の確保や前方不注意の危険性等追突事故の原因となる運転をしない
よう指導する必要がある。
　4．交通事故の中には、二輪車と四輪車が衝突することによって発生する事故が少
なくない。このような事故を防止するためには、四輪車の運転者から二輪車が、二輪
車の運転者から四輪車がどのように見えているのか理解しておく必要がある。四輪車
を運転する場合、二輪車に対する注意点として、①二輪車も四輪車と同じように急に
停車できない。②二輪車は死角に入りやすく、その存在に気づきにくい。③二輪車は
速度が遅く感じたり、距離が実際より遠く見えたりする。したがって、運転者に対して、
このような二輪車に関する注意点を指導する必要がある。

問28　事業用自動車の運転者の健康管理及び就業における判断・対処に関する次の
記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙
の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されて
いる事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業者は、運転者の自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある脳血管疾患及
び心疾患等に係る外見上の前兆や自覚症状等を確認し、総合的に判断して必要と認
められる場合には、運転者に医師の診断等を受診させ所見に応じた精密検査を受け
させてその結果を常に把握するとともに、医師から結果に基づく運転者の乗務に係る
意見を聴取する。
　2．運転者は、営業所に帰庫する途中に体調が悪くなり、このままでは運行の継続
ができないと判断し、近くの場所に安全に駐車して運行管理者に連絡をした。運行管
理者は運転者に対し、しばらくその場所にて休憩を取り、営業所にも近いことから、
自らの判断で運行を再開するよう指示した。
　3．漫然運転や居眠り運転の原因の一つとして、睡眠時無呼吸症候群（SAS）と呼
ばれている病気がある。この病気は、狭心症や心筋梗塞などの合併症を引き起こす
おそれはないが、安全運転を続けていくためには早期の治療が不可欠であることから、
事業者は、運転者に対しSASの症状などについて理解させるよう指導する必要がある。
　4．健康へのリスクの少ない節度ある適度な飲酒の目安としては、純アルコール20
グラム（以下「1単位」という。）と言われている。その1単位（アルコール5％のビー
ルの場合約500ミリリットル）のアルコールを処理するための必要な時間の目安は、
概ね4時間とされているので、事業者は、これらを参考に個人差を考慮して、社内教
育の中で酒気帯び運転防止の観点から酒類の飲み方等についても指導を行っている。

問29　荷主から貨物自動車運送事業者に対し、B 地点で荷積みをし、C 地点に12
時に到着させるよう運送の依頼があった。これを受けて、運行管理者として運転者に
対し当該運送の指示をするため、次に示す「当日の運行計画を策定するための前提条
件」に基づき運行計画を立てた。
　この運行に関する次のア～ウについて解答しなさい。なお、解答にあたっては、「当
日の運行計画を策定するための前提条件」に記載されている事項以外は考慮しない
ものとする。
〔当日の運行計画を策定するための前提条件〕
　〇　A営業所を出庫し、30キロメートル離れた B地点まで平均時速 30キロメート
　　ルで走行する。

〇　B地点において30 分間の荷積みを行う。
〇　B 地点から180キロメートル離れたC 地点までの間、一部高速自動車国道を利
　用し、平均時速45キロメートルで走行して、C地点に12時に到着する。
○　荷下ろし後、1時間の休憩をとる。休憩後、A営業所に帰庫するため、C地点を
　13 時 30 分に出発、一部高速自動車国道を利用し、150キロメートル先のD地点
　まで平均時速50キロメートルで走行して到着後、15分の休憩をとる。
〇　D地点からA営業所まで平均時速 30キロメートルで走行して、A営業所に17
　時 45分に帰庫する。

　ア　C 地点に12時に到着させるためにふさわしいA営業所の出庫時刻について、
　　次の1～4の中から正しいものを1つ選び解答用紙にマークしなさい。
　　1．6時 30 分　　2．7時 00 分　　3．7時 30 分　　4．8時 00 分

　イ　D地点とA営業所間の距離について、次の1～4の中から正しいものを1つ
　　選び解答用紙にマークしなさい。
　　1．15キロメートル	 　2．30 キロメートル
　　3．45キロメートル	 　4．60 キロメートル

　ウ　当日の全運行において、連続運転時間は「自動車運転者の労働時間等の改善
　　のための基準」に照らし、違反しているか否かについて、次の1～2の中から正
　　しいものを1つ選び解答用紙にマークしなさい。
		　	1．違反していない	 　2．違反している

問30　運行管理者が、次の大型トラックの事故報告に基づき、この事故の要因分析
を行ったうえで、同種事故の再発を防止するための対策として、最も直接的に有効と
考えられる組合せを、下の枠内の選択肢（1～8）から1つ選び、解答用紙の該当する
欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、＜事故の概要＞及び＜事故関連情
報＞に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

＜事故の概要＞
　当該運転者は、事故当日は普段より遅れて出社し、運行管理者の補助者による乗
務前点呼を受けた後、積み置きしてあった最大積載量14トンの大型トラックに1名で
乗務し、8時に営業所を出発した。1時間一般道路を走行した後高速道路に入り、2
時間走行した後 20 分の休憩をとった。さらに3時間走行し15分の休憩をとり、続
けて1時間 30 分程度走行したところで（運行開始より約550 キロメートル走行した
地点）、緩やかな右カーブにおいて、前方で起きた事故のために徐行していた自動車
に追突した。

＜事故関連情報＞
　○　当該運転者は、事故前日休日で就寝時間が遅かった。
　○　当日の運行は、荷主直接からの運送依頼による定期運行の経路であり、事故
　　日前々日に営業所隣の車庫で積み荷作業を済ませていた。
　○　当該営業所では、運行管理者と運行管理者の補助者による交代制で点呼を実
　　施しており、当該運行については、補助者が乗務前点呼を実施した。
　○　当該運転者は、事故日の1ヵ月前に、拘束時間、連続運転時間について、改
　　善基準を超えた運行を行っていた。他の運転者においても同様の違反があった。
　○　事業者は、毎月1回の安全衛生委員会を開催して運転者の指導を行っている。
　　また、当該運転者に対しては、速度超過があるので個別の指導も実施していた。
　○　当該運転者は、直近の適性診断の結果では、動作の正確さ、判断・動作のタ
　　イミングも良く、また、働き方や生活習慣も非常に良い状態であった。しかし、　
　　睡眠時無呼吸症候群（SAS）の疑いを指摘されていた。
　○　当該運転者は、適性診断では SAS の疑いを指摘されていたが、健康診断にお
　　いては特に指摘がなかったため、スクリーニング検査は受けていなかった。
　○　当該車両は、法令で定められた日常点検及び定期点検整備を実施していた。
　　また、当該車両には衝突被害軽減ブレーキが装着されていた。

＜事故の再発防止対策＞
　ア　定期健康診断において所見が認められなかった運転者に対して、SAS 等に係
　　る外見上の前兆や自覚症状がないかを確認する。また、自覚症状等がない運転
　　者に対しても、主要疾病等に関するスクリーニング検査を実施し、着実かつ早期
　　の発見に努める。
　イ　点呼において、運転者に対し、最近、連続運転時間及び速度超過の違反が多い
　　ことを再認識させ、休憩場所や休憩時間等について指示どおり運行することを徹底
　　する。
　ウ　常に点呼が確実に実施できるよう、体制の整備を図る。
　エ　たとえいつも慣れた運行経路であっても、漫然運転に陥らないよう、運転中は
　　常に運転に集中し、前方に注意して走行するよう指導する。また、危険を予測し、
　　これを回避できる運転操作を徹底させる。
　オ　関係法令及び「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の違反防止
　　を図るため、運転者に対して適切な運行指示を徹底する。
　カ　貨物自動車運送事業は、公共的な輸送事業であり、貨物を安全かつ確実に輸
　　送することが社会的使命であることを運転者に深く認識させる。
　キ　衝突被害軽減ブレーキ装着車であっても、必ず衝突をさけるものではない。運
　　転者及び運行管理者は、これらの安全技術が装着されている車両においても、
　　その技術を過信しすぎないことの理解を深めることが必要である。
　ク　法令で定めた日常点検及び定期点検整備を確実に実施する。

1．二輪以上の自動車 2．四輪以上の自動車
3．労働条件の向上 4．労働契約の遵守
5． 向上 6．維持
7． 労働時間を延長し、 8．休息期間を短縮し、

【
正
答
表
】

1．ア・イ・ウ・キ 2．ア・イ・オ・ク
3．ア・ウ・エ・カ 4．ア・エ・キ・ク
5．イ・エ・オ・キ 6．イ・オ・カ・ク
7．ウ・エ・カ・ク 8．ウ・オ・カ・キ

問1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

2 A:6 ,B:2
C:8 ,D:3 1, 4 1,2,3,5 2 4 4 2 3 2, 4

問 11 問 12 問 13 問 14 問 15 問 16 問 17 問 18 問 19 問 20

A:2 ,B:1
C:1,D:2 4 2, 4 1, 4 A:2 ,B:1

C:1,D:2 3 2 2, 4 1 A:2,B:3
C:5,D:7

問 21 問 22 問 23 問 24 問 25 問 26 問 27 問 28 問 29 問 30

4 2, 3 1 適�2,3
不適1,4

�適��2
不適1,3,4

�適��3
不適1,2,4

適 1,3,4
不適��2

適�1,4
不適 2,3

ア：1
イ：2
ウ：1
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道後やすらぎ荘

安全運行のオアシス トラックステーション

全国31か所のトラックステーション（TS）は

トラックドライバーの安全運行を支える、

長距離運行に欠かせない

休憩施設です。

全国31か所のトラックステーション（TS）は

トラックドライバーの安全運行を支える、

長距離運行に欠かせない

休憩施設です。

「道後やすらぎ荘」にぜひお越しください
全ト協保養施設

平成27年10月オープン！
「白河の関トラックステーション」

名称 所在地 電話番号 駐車台数

❶ 札　幌 北海道札幌市厚別区厚別東 5条 1-1-2　 011-897-9101� 39
❷ 苫小牧 北海道苫小牧市ウトナイ北 11-11-33 0144-55-7491 80

❸ 青　森 青森県青森市大字荒川字品川 110-1 017-729-2000
（公社）青森県トラック協会

41

❹ 盛　岡 岩手県滝沢市巣子 960-4　 019-688-1514 39
❺ 仙　台 宮城県仙台市宮城野区苦竹 4-1-15 022-232-9336 39
❻ 酒　田 山形県酒田市宮海字新林 572-15　 0234-33-1770� 14
❼ 白河の関 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針 15-1 0248-21-7167 45
❽ 茨　城 茨城県小美玉市西郷地字新田 1390 0299-48-3455� 30
❾ 矢　板 栃木県矢板市乙畑 440-2　 0287-48-1919 46
� 大　宮 埼玉県さいたま市西区三橋 6-699-1 048-623-6815 41
� 東　神 神奈川県大和市上草柳 588 046-261-1100 95
� 新　潟 新潟県新潟市西区山田 196-1　 025-233-6961 52
� 新　井 新潟県妙高市大字猪野山字田中町 120-6 0255-73-7394 57
� 金　沢 石川県金沢市千木町ル 21-1　 076-257-2755 45
� 浜　松 静岡県浜松市東区流通元町 2-3 053-421-5311 116
� 安　城 愛知県安城市尾崎町大縄 19-1 0566-98-8823 74
� 名古屋 愛知県名古屋市港区藤前 3-601 052-303-2188 97
� 亀　山 三重県亀山市小野町桜ロ 586-4 0595-82-3935 82
� 彦　根 滋賀県彦根市鳥居本町字むさ満 2337-1 0749-26-0156 53
� 大　阪 大阪府寝屋川市木屋元町 20-1 072-832-2362 80
� 奈良・針 奈良県奈良市針町 487-1　 0743-82-0622 60
� 岡　山 岡山県岡山市中区倉富 285-19 086-277-4055 53
� 尾　道 広島県尾道市高須町字才ケ久保 1193-3 0848-46-1882 37
� 三　次 広島県三次市西酒屋町船所 1468 0824-63-0025 30
� 徳　島 徳島県鳴門市大麻町姫田字先達 13-1 088-683-0260 30
� 北九州 福岡県北九州市小倉北区東港 1-3 093-581-5031 63
� 鳥　栖 佐賀県烏栖市永吉町字来帰り 617-1 0942-83-7035 47
� 諫　早 長崎県諫早市貝津町 1051-12 0957-26-8228 45
� 大　分 大分県大分市大字上戸次字宇土ノロ 6045-2 097-597-6233 43
� 宮　崎 宮崎県児湯郡新富町大字三納代字畑中 1765-1 0983-33-0880 18

� 鹿児島 鹿児島県鹿児島市西別府町 2941-19
（流通業務団地内）　 099-281-5960 50

※�駐車台数は大型車とトレーラの台数の合計。なお、諫早TSは5台の中型車を含む。

円
円
円

円
円
円

宿泊料金 1人〜2人 3人
１泊２食付き
１泊夕食のみ
１泊朝食のみ

【宿泊料金（サービス料・消費税および入湯税込み）】

○ご予算に応じてご会食も承ります。
チェックイン…午後４時／チェックアウト…午前10時

お問い合わせはこちらへ　Tel 089-921-4051

8,250
7,710
6,090

7,710
7,170
5,550
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用
車
タ
イ
ヤ
の
４
輪
用
と

し
て
登
場
し
︑
徐
々
に
広
が
り

を
見
せ
つ
つ
あ
り
ま
す
︒

　

最
近
の
乗
用
車
は
︑
ト
ラ
ン

ク
の
床
下
に
応
急
用
タ
イ
ヤ
が

積
ま
れ
て
い
な
い
﹁
ス
ペ
ア
タ

イ
ヤ
・
レ
ス
車
﹂
が
多
く
な
っ

て
き
た
こ
と
か
ら
︑
パ
ン
ク
へ

の
対
応
力
が
非
常
に
低
下
し
て

い
ま
す
︒
タ
イ
ヤ
の
空
気
圧
が

３
分
の
１
以
下
に
な
っ
て
初
め

て
パ
ン
ク
に
気
付
き
︑
パ
ン
ク

後
も
そ
の
ま
ま
無
理
を
し
て
走

行
し
た
結
果
︑
タ
イ
ヤ
自
体
を

使
用
不
能
に
す
る
ケ
ー
ス
が
激

増
し
て
い
ま
す
︒

　
﹁
ス
ペ
ア
タ
イ
ヤ
が
な
い
か
ら

対
処
し
よ
う
が
な
い
﹂
と
い
う

声
も
多
く
聞
き
ま
す
が
︑
そ
こ

は
対
策
次
第
で
す
︒
こ
う
し
た

セ
ン
サ
ー
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

ア
プ
リ
を
使
え
ば
︑
タ
イ
ヤ
の

パ
ン
ク
を
瞬
時
に
察
知
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
り
ま
す
︒
ゲ
ー

ム
感
覚
で
ア
プ
リ
を
活
用
し
て

も
ら
い
︑
先
進
的
な
タ
イ
ヤ
ケ

ア
が
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
期

待
し
た
い
で
す
︒

パ
ス
カ
ル

今号には、「秋の全国交通安全運動」ポスターを刷り込ん
でいます。6面の「平成28年度第1回運行管理者試験の問
題と解答」の紙面と一対となっておりますので、中央の線
に沿って切り取り、ポスターとしてご活用ください。

　
﹁
平
成
28
年
秋
の
全
国
交

通
安
全
運
動
﹂
が
︑
９
月
21

日
㈬
か
ら
30
日
㈮
に
か
け
て

実
施
さ
れ
る
︒

　

本
年
は
﹁
子
供
と
高
齢
者

の
交
通
事
故
防
止
﹂
を
運
動

の
基
本
と
す
る
ほ
か
︑﹁
夕

暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・

自
転
車
乗
用
中
の
交
通
事
故

防
止
（
特
に
︑
反
射
材
用
品

等
の
着
用
の
推
進
及
び
自
転

車
前
照
灯
の
点
灯
の
徹
底
）﹂︑

﹁
後
部
座
席
を
含
め
た
全
て

の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し

い
着
用
の
徹
底
﹂︑﹁
飲
酒
運

転
の
根
絶
﹂
を
全
国
重
点
実

施
項
目
と
し
て
い
る
︒

21日㈬から
30日㈮まで

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

  最終日・９月 30日㈮は
「交通事故死
   ゼロを目指す日」

♢
最
重
点
推
進
項
目
♢

（
１
）追
突
事
故
の
防
止

　

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
に
お
け

る
事
故
の
半
数
を
占
め
る
追

突
事
故
を
防
止
す
る
た
め
︑

国
土
交
通
省
制
作
の
﹁
ト
ラ

ッ
ク
追
突
事
故
防
止
マ
ニ
ュ

ア
ル
﹂
及
び
全
ト
協
で
制
作

し
た
﹁
ト
ラ
ッ
ク
追
突
事
故

防
止
マ
ニ
ュ
ア
ル
～
追
突
事

故
撲
滅
キ
ッ
ト
～
﹂
等
を
活

用
し
︑
追
突
事
故
防
止
の
徹

底
を
図
る
︒

（
２
）交
差
点
事
故
の
防
止

　

全
ト
協
制
作
の
﹁
ト
ラ
ッ

ク
交
差
点
事
故
防
止
マ
ニ
ュ

ア
ル
～
交
差
点
事
故
撲
滅
キ

ッ
ト
～
﹂
を
活
用
し
た
運
転

者
教
育
を
実
施
す
る
と
と
も

に
︑
横
断
歩
道
手
前
で
最
徐

行
又
は
一
時
停
止
に
よ
り
︑

左
右
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
安
全

確
認
す
る
こ
と
を
徹
底
さ

せ
︑
交
差
点
左
折
時
の
自
転

車
巻
き
込
み
事
故
及
び
右
折

時
の
横
断
歩
行
者
と
の
事
故

防
止
の
徹
底
を
図
る
︒

♢
重
点
推
進
項
目
♢

（
３
）子
供
と
高
齢
者
の
交

通
事
故
防
止

　

子
供
と
高
齢
者
の
傍
を
通

過
す
る
際
は
︑
十
分
に
速
度

を
落
と
す
な
ど
︑
思
い
や
り

の
あ
る
運
転
を
励
行
さ
せ
る
︒

（
４
）夕
暮
れ
時
と
夜
間
の

歩
行
中
・
自
転
車
乗
用
中

の
交
通
事
故
防
止

　

夕
暮
れ
時
と
夜
間
に
お
け

る
歩
行
中
及
び
自
転
車
乗
用

中
の
交
通
事
故
を
防
止
す
る

た
め
︑
前
照
灯
の
早
め
の
点

灯
と
︑
昼
間
よ
り
も
控
え
め

の
速
度
で
走
行
す
る
こ
と
を

励
行
さ
せ
る
︒

（
５
）シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
正

し
い
着
用
の
徹
底

　

運
転
者
を
含
む
全
て
の
乗

務
員
に
対
し
︑
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
の
適
正
な
着
用
を
徹
底
さ

せ
る
︒

（
６
）飲
酒
運
転
の
根
絶

　

酒
気
帯
び
運
転
︑
飲
酒
運

転
の
根
絶
を
徹
底
す
る
た

め
︑
全
ト
協
制
作
の
﹁
飲
酒

運
転
防
止
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹂

等
を
活
用
し
︑
運
転
者
に
対

す
る
適
切
な
指
導
監
督
を
実

施
す
る
と
と
も
に
︑
ア
ル
コ

ー
ル
検
知
器
を
使
用
し
た
厳

正
な
点
呼
の
実
施
を
徹
底
す

る
︒

（
７
）ト
レ
ー
ラ
事
故
の
防

止
　

全
ト
協
制
作
の
﹁
ト
レ
ー

ラ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹂
や
﹁
鉄

鋼
輸
送
に
携
わ
る
プ
ロ
運
転

者
・
管
理
者
用
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
﹂
等
を
活
用
し
︑
海
上
コ

ン
テ
ナ
の
固
定
方
法
や
鋼
材

の
固
縛
方
法
を
再
確
認
し
︑

横
転
や
荷
崩
れ
等
の
ト
レ
ー

ラ
事
故
の
防
止
を
図
る
︒

（
８
）高
速
道
路
に
お
け
る

事
故
の
防
止

　

高
速
道
路
に
お
け
る
事
故

は
︑
高
速
道
路
に
入
り
１
時

間
以
内
に
多
く
発
生
し
て
い

る
た
め
︑
高
速
道
路
に
入
っ

た
後
は
可
能
な
限
り
早
い
段

階
で
休
憩
を
と
ら
せ
る
な

ど
︑
高
速
道
路
に
お
け
る
事

故
防
止
を
徹
底
さ
せ
る
︒

（
９
）「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
ヒ
ヤ
リ

ハ
ッ
ト
集
」
を
活
用
し
た
安

全
意
識
の
高
揚

 

全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に

掲
載
中
の
﹁
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
ヒ
ヤ

リ
ハ
ッ
ト
集
﹂
等
を
活
用
し

た
Ｋ
Ｙ
Ｔ
を
実
施
し
︑﹁
だ

ろ
う
運
転
﹂
か
ら
﹁
か
も
し

れ
な
い
運
転
﹂
を
心
掛
け
る

よ
う
徹
底
さ
せ
る
︒

（
10
）健
康
起
因
事
故
の
防

止
　

国
土
交
通
省
制
作
の
﹁
事

業
用
自
動
車
の
運
転
者
の
健

康
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹂
及
び

全
ト
協
が
制
作
し
た
﹁
ト
ラ

ッ
ク
事
業
者
の
た
め
の
健
康

起
因
事
故
防
止
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
改
訂
版
）﹂
等
に
基
づ
き
︑

点
呼
時
等
に
お
い
て
運
転
者

の
健
康
状
態
の
確
認
を
徹
底

し
︑
体
調
急
変
に
伴
う
事
故

の
防
止
を
図
る
︒

（
11
）過
労
運
転
の
防
止

　

事
業
者
は
︑
休
憩
又
は
睡

眠
の
た
め
の
時
間
及
び
休
息

の
た
め
の
時
間
が
十
分
確
保

さ
れ
る
よ
う
勤
務
時
間
及
び

乗
務
時
間
を
定
め
る
と
と
も

に
︑
運
行
管
理
者
に
対
し
て

は
運
行
経
路
︑
運
行
時
間
︑

休
憩
地
点
等
を
含
む
適
切
な

運
行
指
示
書
の
作
成
や
運
行

計
画
︑
並
び
に
乗
務
割
の
作

成
を
行
い
︑
点
呼
時
等
に
お

い
て
運
転
者
の
健
康
状
態
の

確
認
を
徹
底
す
る
よ
う
指
示

し
︑
過
労
運
転
の
防
止
に
努

め
る
︒

（
12
）「
危
険
ド
ラ
ッ
グ
」

の
根
絶

　
﹁
危
険
ド
ラ
ッ
グ
﹂
の
使
用

に
よ
る
運
転
及
び
事
故
の
根

絶
を
図
る
た
め
︑
社
内
安
全

教
育
や
点
呼
時
等
に
お
い
て
︑

﹁
危
険
ド
ラ
ッ
グ
﹂
の
使
用

に
よ
る
運
転
の
悪
質
性
・
危

険
性
を
十
分
に
理
解
さ
せ
︑

﹁
危
険
ド
ラ
ッ
グ
﹂
の
根
絶

を
徹
底
さ
せ
る
︒

９月

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
︑
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
に
よ

る
事
故
の
半
数
を
追
突
事
故

が
占
め
て
お
り
︑
死
亡
事
故

の
４
割
が
交
差
点
で
発
生
し

て
い
る
と
い
う
現
状
を
踏
ま

え
︑﹁
追
突
事
故
の
防
止
﹂

お
よ
び
﹁
交
差
点
事
故
の
防

止
﹂
を
最
重
点
推
進
項
目
と

し
て
積
極
的
に
取
り
組
む
︒

そ
れ
に
伴
い
︑
今
号
の
﹃
広

報
と
ら
っ
く
﹄
に
ポ
ス
タ
ー

（
写
真
）
を
折
り
込
ん
で
︑

同
運
動
の
効
果
的
な
実
施
を

目
指
す
︒

　

な
お
︑
同
運
動
で
は
︑
最

終
日
の
９
月
30
日
㈮
を
︑
国

民
一
人
ひ
と
り
の
交
通
安
全

意
識
向
上
に
よ
っ
て
交
通
事

故
の
発
生
を
抑
止
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
︑﹁
交
通
事

故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
﹂
と

定
め
て
い
る
︒

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

             

実 

施 

計 

画

平成28年

秋の
全国交通
安全運動
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上
司
の
参
加
指
示
と
残
業

の
た
め
の
帰
社
の
必
要
性

が
判
断
ポ
イ
ン
ト
に

︻
解
説
︼
会
社
主
催
の
飲
み
会
や
宴
会

等
の
行
事
に
出
席
中
の
災
害
に
つ
い
て

は
︑
事
柄
の
性
格
上
︑
業
務
上
外
の
判

断
が
難
し
い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
︒
こ
の
た
め
︑
労
災
認
定
に
当
た

っ
て
は
︑
個
々
の
事
案
ご
と
に
︑
そ
れ

が
会
社
の
業
務
と
い
え
る
の
か
︑
労
働

者
に
と
っ
て
も
業
務
と
認
め
ら
れ
る
の

か
を
細
か
く
検
討
し
︑
業
務
上
か
ど
う

　

先
日
、
最
高
裁
が
職
場
の
歓
送

迎
会
後
の
交
通
事
故
死
を
労
働
災

害
と
認
め
た
と
い
う
記
事
を
見
ま

し
た
。
弊
社
で
も
飲
み
会
等
が
結

構
多
い
の
で
気
に
な
る
ニ
ュ
ー
ス
で

す
が
、
認
定
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
教

え
く
だ
さ
い
。  第121回 

最高裁が、職場の歓送
迎会後の交通事故死を
労災に認定

か
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

　

ま
ず
︑
基
本
的
な
こ
と
か
ら
申
し

上
げ
れ
ば
︑
こ
の
種
の
行
事
に
出
席
中

の
災
害
に
関
し
て
は
︑
例
え
ば
幹
事
や

世
話
役
等
が
自
己
の
職
務
の
一
環
と
し

て
参
加
す
る
場
合
に
は
︑
一
般
に
業
務

遂
行
性
が
認
め
ら
れ
ま
す
の
で
︑
特

別
の
事
情
が
な
い
限
り
︑
業
務
上
災

害
と
な
り
ま
す
︒
一
方
︑
そ
れ
以
外
の

参
加
者
の
場
合
は
︑
行
事
の
主
催
者
︑

目
的
︑内
容
と
そ
の
経
過
︑参
加
方
法
︑

運
営
方
法
︑
費
用
負
担
な
ど
か
ら
総

合
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
︑

一
般
に
業
務
遂
行
性
が
あ
る
と
は
い
え

ま
せ
ん
の
で
︑
原
則
と
し
て
業
務
外
の

扱
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒

　

さ
ら
に
︑
参
加
す
る
こ
と
自
体
に
業

務
遂
行
性
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
︑

参
加
し
た
労
働
者
の
個
々
の
行
動
全

て
に
業
務
遂
行
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
は
な
り
ま
せ
ん
︒
例
え
ば
︑
お
酒

を
飲
ん
で
酔
っ
払
っ
た
こ
と
に
起
因
し

て
災
害
を
被
っ
た
場
合
︑
あ
る
い
は
︑

団
体
行
動
か
ら
外
れ
て
私
的
行
為
中

に
災
害
を
被
っ
た
場
合
な
ど
は
︑
業
務

上
災
害
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
い
の
は

当
然
で
す
︒

　

そ
れ
で
は
︑
前
述
の
原
則
的
な
考

え
方
を
前
提
に
︑
今
回
の
最
高
裁
の

判
決
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
︒
こ
の
事
案

は
︑
男
性
社
員
が
残
業
を
中
断
し
て

中
国
人
研
修
生
の
歓
送
迎
会
に
参
加
︒

終
了
後
︑
社
用
車
で
研
修
生
を
自
宅

ま
で
送
り
︑
会
社
に
戻
る
途
中
で
交

通
事
故
を
起
こ
し
亡
く
な
っ
た
と
い
う

ケ
ー
ス
で
す
︒
幹
事
あ
る
い
は
世
話
役

等
で
は
な
か
っ
た
の
で
︑
原
則
的
に
は

業
務
と
の
関
連
性
は
薄
い
と
判
断
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
︒
労
働
基
準
監
督

署
も
業
務
外
と
し
て
遺
族
補
償
給
付

の
支
給
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
︑
妻
は

処
分
取
り
消
し
を
求
め
提
訴
し
ま
し

た
が
︑
一
審
︑
二
審
と
も
歓
送
迎
会

は
私
的
な
会
合
と
さ
れ
︑
処
分
取
り

消
し
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒

　

こ
れ
に
対
し
︑
最
高
裁
は
︑
歓
送

迎
会
が
上
司
の
呼
び
か
け
で
開
か
れ
︑

会
社
の
経
費
が
使
わ
れ
て
い
る
点
に
注

目
し
︑業
務
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
﹁
事

業
活
動
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
﹂

と
判
断
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
男
性
社

員
は
︑
翌
日
が
社
長
へ
の
資
料
提
出
の

期
限
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
い
っ
た
ん

参
加
を
断
っ
て
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
上

司
か
ら
の
強
い
指
示
に
よ
り
︑
や
む
を

得
ず
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で

あ
り
︑
歓
送
迎
会
の
席
上
で
は
飲
酒

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
︑
最
高
裁
は
︑
一
審
︑
二
審
判

決
で
は
︑
上
司
が
帰
社
を
命
じ
た
と

も
い
え
な
い
と
し
た
の
に
対
し
︑
資
料

の
提
出
期
限
は
延
長
さ
れ
ず
︑
結
局

﹁
職
場
に
戻
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
﹂
と
認
め
ま
し
た
︒

　

こ
う
し
て
見
る
と
︑
歓
送
迎
会
の
幹

事
役
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
上
司
の

指
示
に
よ
る
参
加
で
︑
終
了
後
︑
残

業
の
た
め
に
帰
社
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
に
あ
り
飲
酒
も
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
な
ど
が
︑
業
務
上
外
の
判
断
の
ポ
イ

ン
ト
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
︒

₁�

平
成
28
年
の
熱
中
症
に
よ

る
救
急
搬
送
状
況

　

総
務
省
消
防
庁
に
よ
る

と
︑
平
成
28
年
の
熱
中
症
に

よ
る
救
急
搬
送
状
況
は
図
１

の
通
り
で
あ
る
︒
ま
た
︑
平

成
22
年
～
28
年
７
月
ま
で
の

熱
中
症
に
よ
る
救
急
搬
送
人

員
数
お
よ
び
死
亡
者
数
一
覧

は
表
１
の
通
り
で
あ
る
︒

　

平
成
26
年
・
27
年
は
９
月

に
熱
中
症
で
救
急
搬
送
さ
れ

た
人
数
は
２
０
０
０
人
以
下

と
少
な
く
な
っ
て
い
る
︒
一
方

で
︑
全
国
的
に
気
温
が
か
な

り
高
く
︑
東
・
西
日
本
を
中

心
に
残
暑
が
厳
し
か
っ
た
22

年
に
は
９
月
で
も
７
６
４
５

人
が
熱
中
症
で
救
急
搬
送
さ

れ
て
お
り
︑
油
断
は
禁
物
で

あ
る
︒

₂�

向
こ
う
１
か
月
（
８
月
27

日
～
９
月
26
日
）
の
天
候

の
見
通
し

　

気
象
庁
が
８
月
25
日
に
発

表
し
た
向
こ
う
１
か
月
（
８

月
27
日
～
９
月
26
日
）
の
天

候
の
見
通
し
に
よ
る
と
︑
こ

の
時
期
は
全
国
的
に
暖
か
い

空
気
に
覆
わ
れ
や
す
く
︑
気

温
が
高
く
な
る
と
予
想
さ
れ

て
い
る
︒

　

週
別
の
平
均
気
温
予
測
は

図
２
の
通
り
で
あ
る
︒
こ
れ

に
よ
る
と
︑
９
月
２
週
目
か

ら
３
週
目
に
か
け
て
は
全
国

的
に
気
温
が
高
い
状
態
が
続

く
と
予
測
さ
れ
て
お
り
︑
引

き
続
き
熱
中
症
へ
の
備
え
が

欠
か
せ
な
い
︒

₃�

熱
中
症
へ
の
備
え
を
確
実

に
！

　

職
場
の
熱
中
症
予
防
対
策

は
万
全
か
︑
以
下
の
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
で
自
主
点
検
し
て

い
た
だ
き
た
い
︒

▼
﹃
チ
ェッ
ク
リ
ス
ト
表
﹄
①

～
②
（
出
典
）
厚
生
労
働

省
労
働
基
準
局
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
﹁
職
場
の
熱
中
症
予

防
対
策
は
万
全
で
す
か
？
﹂

208
416 488

724 908
477

904
1,118

867

2,929

4,891

3,173

3,927
4,125

6,724

5,652
5,440

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

28
28 4 25 7 31
28 8 1 8 14
28 8 15 8 21

・平成28年4月25日～7月31日（確定値）
・平成28年8月1日～8月14日（暫定値）
・平成28年8月15日～8月21日（速報値）

＊暫定値と速報値の救急搬送人員数は、後日修正されることもありますのでご了承ください。

　

近
年
︑
夏
の
暑
さ
が
厳
し
く
な
っ
て
お
り
︑
熱
中
症
に

か
か
る
人
が
増
加
傾
向
に
な
っ
て
い
る
︒
気
象
庁
に
よ
る

と
︑
９
月
も
引
き
続
き
気
温
の
高
い
状
態
が
続
く
と
予
想

さ
れ
て
お
り
︑
屋
外
で
業
務
を
行
う
こ
と
の
多
い
運
送
事

業
者
に
お
い
て
は
︑
熱
中
症
へ
の
予
防
対
策
を
徹
底
さ
せ

る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
︒

　

そ
こ
で
︑
こ
こ
で
は
熱
中
症
へ
の
対
処
法
に
つ
い
て
紹

介
し
て
い
く
︒

職
場
の
熱
中
症
予
防
対
策
は
万
全
で
す
か
？

９
月
も
気
温
の
高
い
状
態
が
続
き
ま
す
！

図１

表１

図２

①

②
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 　　〜用語・定義編〜
 【解 答】３面に問題

�「
お
菓
子
の
道
」❿ 

甘
酒
で
気
力
、体
力
回
復

　

暑
さ
が
残
る
日
の
運
転
に

は
甘
酒
が
役
立
つ
︒
露つ

ゆ

生
姜

（
生
姜
の
し
ぼ
り
汁
）
を
落

と
し
て
ふ
ー
ふ
ー
す
す
れ

ば
︑
ほ
の
か
な
甘
味
に
心
が

ほ
っ
と
し
︑や
る
気
が
甦
る
︒

さ
っ
き
ま
で
の
汗
も
す
っ
と

引
く
か
ら
不
思
議
︒飲
む﹁
点

滴
﹂と
い
っ
て
も
い
い
︒イ
メ

ー
ジ
は
冬
っ
ぽ
い
が
︑
最
高

の
飲
み
ど
き
は
暑
い
季
節
︒

　

甘
酒
は
米
と
米
麹
を
発
酵

さ
せ
た
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
︑

や
わ
ら
か
な
甘
味
の
源
は
ブ

ド
ウ
糖
︒
甘
酒
は
い
わ
ば﹁
米

ぢ
か
ら
﹂
を
１
０
０
％
生
か

し
た
飲
み
物
な
の
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
ノ
ン
ア
ル
コ
ー

ル
で
︑
発
酵
に
よ
っ
て
ビ
タ

ミ
ン
︑
ミ
ネ
ラ
ル
︑
乳
酸
菌

な
ど
が
生
ま
れ
て
い
る
か
ら

栄
養
満
点
で
あ
る
︒

花
の
よ
う
に
浮
か
ぶ
﹁
雪
の

花
味
噌
﹂
で
知
ら
れ
た
味
噌

屋
で
︑
先
代
主
人
の
仕
事
を

妻
と
二
人
の
娘
︑
お
婿
さ
ん

が
受
け
継
い
で
い
る
︒

　

原
料
に
は
地
元
産
コ
シ
ヒ

カ
リ
だ
け
を
用
い
︑防
腐
剤
︑

人
工
甘
味
料
等
は
一
切
入
れ

な
い
︒
安
心
を
う
た
っ
た
食

品
が
身
近
に
あ
る
の
は
何
と

も
心
強
い
︒

め
る
だ
け
で
お
い
し
い
が
︑

冷
や
し
て
も
よ
く
︑
私
は
牛

乳
で
割
る
の
も
好
き
だ
︒

　

な
お
︑
上
越
地
域
で
は
イ

カ
の
塩
辛
や
タ
ラ
の
真
子
の

麹
漬
け
に
も
甘
酒
を
使
う
︒

そ
う
い
え
ば
︑
私
は
す
き
焼

き
に
加
え
る
こ
と
が
あ
る
︒

調
味
料
と
し
て
も
い
け
る
の

だ
︒（
つ
づ
く
）

 
 

（
む
か
さ
・
ち
え
こ
）

　

な
お
︑
酒
粕
を
溶
き
の
ば

し
て
砂
糖
を
加
え
る
簡
便
な

甘
酒
も
あ
る
︒
き
ち
ん
と
つ

く
っ
た
日
本
酒
の
酒
粕
な
ら

そ
れ
は
そ
れ
で
お
い
し
い
が
︑

や
は
り
本
物
が
一
番
だ
ろ
う
︒

　

私
が
冷
蔵
庫
で
切
ら
さ
な

い
の
は
︑
新
潟
県
上
越
市
高

田
の
杉
田
味
噌
醸
造
場
製
の

甘
酒
パ
ッ
ク
︒
こ
の
蔵
元
は

味
噌
汁
の
表
面
に
麹
が
白
い

　

杉
田
味
噌
醸
造
場
で
は
︑

本
場
の
コ
シ
ヒ
カ
リ
を
精
米

し
︑
す
ぐ
に
研
い
で
粥か

ゆ

状
に

煮
る
︒
そ
こ
に
同
じ
く
コ
シ

ヒ
カ
リ
で
つ
く
っ
た
米
麹
を

加
え
て
60
度
で
じ
っ
く
り
発

酵
さ
せ
る
︒
や
が
て
生
ま
れ

出
る
の
は
︑
米
の
粒
々
感
が

心
地
よ
く
楽
し
め
︑
と
ろ
り

ね
っ
と
り
で
甘
く
て
濃
い
甘

酒
だ
︒
薄
め
て
そ
の
ま
ま
温

台風が接近し風雨が強まっている時に、あなたは長い橋に差しか
かっています。この場面にはどのような危険がありますか。また、
危険を避けるためにはどのような運転をすればよいでしょうか。考
えてみましょう。

状 

況

〔第 79回〕「台風接近時の風雨の激しい橋の走行」

（解説・３面）

◆どのような運転をすれば危険を避けることができますか？

◆どのような危険がありますか？

あなたならどうしますか？
危険予知訓練（KYT）シート：交通事故防止編

☟
こ
の
角
を
基
準
に
拡
大
率
を
141
％
に
設
定
す
る
と
、
A4
サ
イ
ズ
で
プ
リ
ン
ト
で
き
ま
す
。

❶ × （法第2条第1項第8号）車両とは、
　自動車、原動機付自転車、軽車両及び
トロリーバスをいう。

❷ ○ （法第2条第3項第1号）身体障害者
用の車いすは、歩行者に該当する。 

❸ ○ （法第51条の4第1項）違法駐車と
認められる場合における車両であって、
その運転者がこれを離れて直ちに運転
することができない状態にあるもの（以下

「放置車両」という。）

❹ × （法第67条第2項）車両等の交通に
よる人の死傷もしくは物の損壊（以下「交
通事故」という）。

❺ × （法第51条の4第1項）牽引される
ための構造及び装置を有し、かつ、車両
総重量（道路運送車両法第40条第3号 の
車両総重量をいう。）が750キログラムを
超えるもの（以下「重被牽引車」という）。

１
運
行
前

　

事
前
に
情
報
を
確
認
し
て

被
害
を
回
避

　

運
行
前
に
は
︑
必
ず
気
象

情
報
や
道
路
交
通
情
報
等
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
（
全
日
本

ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
﹁
道
路
交
通
情
報
・

気
象
情
報
﹂
の
リ
ン
ク
を
掲

載
し
て
い
ま
す
）︒
出
発
地

の
情
報
だ
け
で
な
く
︑
通
行

ル
ー
ト
や
目
的
地
の
気
象
情

報
や
道
路
交
通
情
報
も
確
認

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
︒
台

風
や
大
雨
の
危
険
が
近
付
い

て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
や
気

象
情
報
を
見
た
り
聞
い
た
り

し
た
際
に
は
︑
災
害
へ
の
備

え
を
し
っ
か
り
と
行
う
こ
と

が
大
切
で
す
︒
気
象
情
報
な

ど
で
﹁
雷
を
伴
う
﹂﹁
大
気

の
状
態
が
不
安

定
﹂﹁
竜
巻
等

の
激
し
い
突

風
﹂
な
ど
の
言

葉
が
使
わ
れ
て

い
る
場
合
に

は
︑
天
気
の
急

変
に
備
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
︒

　

ま
た
︑
運
行

中
も
ラ
ジ
オ
や

道
路
情
報
掲
示

板
︑
ま
た
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア

（
Ｓ
Ａ
）
や
パ

ー
キ
ン
グ
エ
リ

ア
（
Ｐ
Ａ
）
な

ど
に
設
置
さ
れ

て
い
る
ハ
イ
ウ
ェ
イ
情
報
タ
ー

ミ
ナ
ル
な
ど
で
︑
リ
ア
ル
タ

イ
ム
な
情
報
を
確
認
し
ま
し

ょ
う
︒

　

早
め
に
情
報
を
入
手
す
る

こ
と
で
︑
大
雨
や
台
風
に
よ

る
被
害
を
回
避
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
ま
す
︒

２
雨
天
時
の
運
転

　

ス
ピ
ー
ド
を
落
と
し
て

慎
重
な
運
転
を

　

雨
天
時
の
運
転
に
は
︑
次

の
よ
う
な
危
険
が
あ
り
ま
す
︒

①
視
界
が
悪
く
な
る

②
路
面
が
滑
り
や
す
い

　

雨
が
降
り
始
め
た
ら
ス
ピ

ー
ド
を
落
と
し
︑
前
車
と
の

車
間
距
離
を
長
く
取
り
ま
し

ょ
う
︒
高
速
道
路
を
走
行
中

に
速
度
規
制
が
出
さ
れ
た
時

に
は
︑
必
ず
そ
の
速
度
を
守

り
ま
す
︒
急
な
ハ
ン
ド
ル
操

作
や
ブ
レ
ー
キ
操
作
は
︑
ス

リ
ッ
プ
の
原
因
と
な
り
ま
す

か
ら
避
け
ま
し
ょ
う
︒

　

ま
た
︑
水
滴
に
よ
っ
て
サ

イ
ド
ミ
ラ
ー
が
見
え
に
く
く

な
り
ま
す
︒
後
方
の
二
輪
車

な
ど
を
見
落
と
し
や
す
く
な

り
ま
す
か
ら
︑
前
方
が
工
事

中
な
ど
の
や
む
を
得
な
い
場

合
以
外
は
︑
進
路
変
更
は
し

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
︒

３
強
風
時
の
運
転

　

強
風
が
吹
き
や
す
い

場
所
で
の
運
転
に
注
意

　

強
風
時
の
運
転
に
は
︑
次

の
よ
う
な
危
険
が
あ
り
ま
す
︒

①
ハ
ン
ド
ル
を
取
ら
れ
る

② 

飛
来
物
が
視
界
を
遮
る
こ

と
が
あ
る

　

強
風
時
は
ハ
ン
ド
ル
を
取

ら
れ
や
す
い
の
で
︑
ス
ピ
ー

ド
を
落
と
す
と
と
も
に
︑
ハ

ン
ド
ル
を
し
っ
か
り
握
っ
て
走

行
し
ま
す
︒
特
に
︑橋
の
上
︑

ト
ン
ネ
ル
の
出
口
︑
切
り
通

し
な
ど
は
強
風
が
吹
き
や
す

く
︑注
意
が
必
要
で
す（
表
）︒

　

強
風
に
ハ
ン
ド
ル
を
取
ら

れ
た
時
は
︑
慌
て
て
ハ
ン
ド

ル
を
切
っ
た
り
せ
ず
に
︑
ま

ず
ア
ク
セ
ル
か
ら
足
を
離
し

て
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
し
て
か

ら
︑
小
刻
み
に
ハ
ン
ド
ル
を

４
風
雨
が
ひ
ど
く
な
っ
た
際
に
は

　

安
全
な
場
所
に�

一�

時
退
避

無
理
は
禁
物

　

風
雨
が
強
く
な
り
︑
走
行

に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
場

操
作
し
て
態
勢
を
立
て
直
す

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
︒

合
に
は
︑
安
全
な
場
所
に
一

時
退
避
し
て
︑
様
子
を
み
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
︒ま
た
︑

会
社
に
状
況
を
報
告
し
︑
運

行
管
理
者
等
の
指
示
を
受
け

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
︒

　
﹁
ゲ
リ
ラ
豪
雨
﹂
の
場
合
︑

降
り
始
め
か
ら
わ
ず
か
10
分

程
度
で
中
小
河
川
が
増
水
し

た
り
︑
低
地
や
道
路
の
ア
ン

ダ
ー
パ
ス
が
冠
水
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
︒
ま
た
︑
川
の

上
流
で
降
っ
た
大
雨
に
よ
り

急
に
増
水
し
︑
大
雨
が
降
っ

て
い
な
い
下
流
で
水
難
事
故

が
発
生
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
︒

　

な
お
︑
気
象
庁
で
は
︑
災

害
の
発
生
し
や
す
さ
の
高
ま

り
に
応
じ
て
︑
段
階
的
に
各

種
情
報
を
発
表
し
て
い
ま

す
︒
運
行
の
際
に
は
こ
れ
ら

の
情
報
を
こ
ま
め
に
チ
ェ
ッ
ク

し
︑
天
気
の
急
変
な
ど
の
場

合
に
は
︑
速
や
か
に
安
全
を

確
保
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
︒

（
参
考
資
料
）﹁
事
業
用
ト

ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
研
修
テ

キ
ス
ト
４　

危
険
を
予
測
し

た
運
転
﹂（
全
日
本
ト
ラ
ッ

ク
協
会
）︑
気
象
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

　

例
年
我
が
国
で
は
︑
台
風

の
接
近
・
上
陸
に
よ
る
大
雨

や
強
風
な
ど
に
起
因
す
る
災

害
が
発
生
し
て
い
る
︒
今
年

も
８
月
に
台
風
が
接
近
・
上

陸
し
︑
大
き
な
被
害
が
発
生

し
た
︒
ま
た
︑
近
年
は
局
地

的
に
猛
烈
な
雨
を
も
た
ら
す

﹁
ゲ
リ
ラ
豪
雨
﹂
も
増
え
て

い
る
︒
さ
ら
に
︑
広
島
市
な

ど
に
深
刻
な
土
砂
災
害
を
も

た
ら
し
た
﹁
平
成
26
年
８
月

豪
雨
﹂
や
︑
茨
城
県
な
ど
で

広
範
囲
な
浸
水
被
害
に
見
舞

わ
れ
た
﹁
平
成
27
年
９
月
関

東
・
東
北
豪
雨
﹂
な
ど
︑
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
す
よ
う

な
豪
雨
も
発
生
し
て
お
り
︑

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
大
雨

な
ど
へ
の
注
意
を
欠
か
す
こ

と
が
で
き
な
い
︒

　

こ
こ
で
は
︑
台
風
や
豪
雨

に
備
え
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

を
紹
介
︒
災
害
に
よ
る
被
害

を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
参
考

に
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

▪秋の台風シーズン到来！

台風・大雨への備えを徹底しましょう

◇風の強さと影響 （気象庁ホームページより）

風の強さ
（予報用語）

平均風速
（m/s） 屋外・樹木の様子 走行中の車

やや強い風 10以上
15未満

樹木全体が揺れ始める。
電線が揺れ始める。

道路の吹流しの角度が水平に
なり、高速運転中では横風に
流される感覚を受ける。

強い風 15以上
20未満

電線が鳴り始める。
看板やトタン板が外れ始める。

高速運転中では、横風に流さ
れる感覚が大きくなる。

非常に
強い風

20以上
25未満 細い木の幹が折れたり、根の

張っていない木が倒れ始め
る。看板が落下・飛散する。
道路標識が傾く。

通常の速度で運転するのが困
難になる。

25以上
30未満

走行中のトラックが横転する。
猛烈な風

30以上
35未満
35以上
40未満

多くの樹木が倒れる。電柱や街
灯で倒れるものがある。ブロッ
ク壁で倒壊するものがある。40以上

注：平均風速は 10分間の平均。
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～エコ物流をサポートする～
株式会社 石  井

特許出願中天井に結露が発生する環境になっても、水滴にせずに吸収します。

冷蔵・冷凍車のエコ革命！冷蔵・冷凍車のエコ革命！ キャンバスシートで
物流をサポートKEEP THE COOL

KEEP THE COOL

ジャパントラックショー2016
場所：パシフィコ横浜   　屋外P-１
会期：2016年9月1日（木）～3日（土） 
10：00～18：00（9月3日のみ17：00まで）

以下の展示会に出展しております。

国際物流総合展2016
場所：東京ビッグサイト      東５－220
会期：2016年9月13日（火）～16日（金） 
10：00～17：00

商品の展示・シミュレーション・温度実験や
ご相談を承りますので、是非お立ち寄りください。

ノン
ドロ

ップシート 強力磁石で簡単後付け
保冷カーテン

強力磁石で
カーテンレール
を保持、
車両工事が
一切不要！

カゴ台車用の
簡易雨除けカバー

片側から
1アクションで
被せられるので、
急な雨にも
対応可能！

天井結露の
滴下防止シート

結露滴下による
水濡れから
積荷を守る！

お問い合わせ  http://www.canvas-ishii.com/

  TEL . 046-220-0500 
FAX: 046-227-6644

神奈川県厚木市戸田 2468-12

木綿の 7 倍、
シリカゲルの
2 倍の吸湿能力！

新製品
中
・
小
型
用

NS
カーテン

カー
ゴハット

▼
久
し
く
連

絡
が
な
か
っ

た
兵
庫
県
神

戸
市
の
友
人

か
ら
電
話
が

あ
り
ま
し
た
︒
先
日
︑神
戸
市
の
繁
華
街
︑

三
ノ
宮
の
交
差
点
で
共
通
の
知
人
で
あ
る

中
沢
さ
ん
と
す
れ
違
っ
た
と
い
う
の
で
す
︒

目
と
目
が
合
っ
て
﹁
あ
っ
﹂
と
声
を
あ
げ
た

の
は
尼
崎
の
友
人
の
方
で
す
が
︑
急
い
で
い

た
友
人
は
振
り
向
き
も
せ
ず
通
り
過
ぎ
た

と
の
こ
と
で
す
︒
そ
の
時
の
中
沢
さ
ん
は
︑

能
面
の
如
く
宙
を
仰
ぎ
世
捨
て
人
の
よ
う

な
感
じ
だ
っ
た
と
友
人
は
述
懐
し
て
い
ま

す
︒
友
人
は
世
捨
て
人
の
よ
う
な
中
沢
さ

ん
と
接
点
を
持
つ
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で

し
た
︒
結
果
的
に
は
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で

す
︒
そ
う
︑
す
れ
違
っ
た
中
沢
さ
ん
は
も

う
こ
の
世
の
人
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
︒
他

人
の
そ
ら
似
の
可
能
性
は
あ
り
ま
す
が
︑

真
相
は
闇
の
中
で
す
︒
▼
現
世
に
は
自
分

と
似
た
人
間
が
３
人
い
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
︒
こ
れ
は
顔
の
特
徴
を
決
め
る
遺
伝

子
の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
︒
科
学
的
に
は
そ
う
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
︑
私
は
自
分
と
似
た
人
間
が
３
人

以
上
い
る
の
で
は
な
い
か
と
︑
そ
ん
な
気
が

し
て
い
ま
す
︒
▼
自
分
自
身
の
姿
を
自
分

で
見
る
︑
自
分
に
似
た
人
間
と
遭
遇
す
る

こ
と
を
﹁
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
﹂（
自

己
像
幻
視
）
と
言
い
ま
す
が
︑
そ
れ
は
事

実
で
あ
り
︑
脳
裏
に
存
在
す
る
思
い
入
れ

が
多
分
に
影
響
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
︒
▼
こ
の
現
象
で
有
名
な
の
は
︑
米

国
の
第
16
代
大
統
領
で
あ
る
リ
ン
カ
ー
ン

が
︑
暗
殺
さ
れ
る
数
日
前
に
見
た
夢
の
話

で
す
︒
大
勢
の
人
々
が
棺
を
囲
み
︑
啜
り

泣
く
姿
を
見
て
﹁
誰
が
亡
く
な
っ
た
の
だ
﹂

と
リ
ン
カ
ー
ン
が
聞
く
と
︑
そ
の
内
の
一
人

が
﹁
大
統
領
で
す
︒
大
統
領
が
暗
殺
さ
れ

た
の
で
す
﹂
と
応
え
る
の
と
同
時
に
︑
リ

ン
カ
ー
ン
自
身
が
棺
に
入
っ
て
い
る
自
分
の

姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
い
う
も
の
で

す
︒
▼
私
自
身
︑
見
知
ら
ぬ
人
か
ら
声
を

掛
け
ら
れ
旧
知
の
友
人
の
如
く
親
し
げ
に

話
し
掛
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
そ

の
見
知
ら
ぬ
彼
に
と
っ
て
私
は
︑
十
何
年

ぶ
り
か
の
再
会
ら
し
く
﹁
今
井
じ
ゃ
な
い

か
︒
久
し
ぶ
り
だ
な
ぁ
︒
元
気
か
﹂
と
一

方
的
に
話
し
掛
け
ら
れ
て
︑
私
は
呆
気
に

と
ら
れ
る
ば
か
り
で
し
た
︒
▼
作
家
・
芥

川
龍
之
介
の
短
編
﹁
二
つ
の
手
紙
﹂
は
︑

大
学
教
師
の
佐
々
木
信
一
郎
自
身
と
そ
の

妻
が
３
度
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
に
遭
遇
し

て
︑
そ
の
混
乱
と
苦
悩
を
２
通
の
手
紙
に

し
た
た
め
︑
警
察
署
長
に
送
る
と
い
う
異

色
の
作
品
で
す
︒
佐
々
木
夫
妻
が
精
神
的

に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
様
子
が
実
に
リ

ア
ル
に
描
か
れ
︑
あ
る
意
味
恐
怖
で
す
︒

当
時
︑
芥
川
自
身
が
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
と
の
推
測
が
流
れ
て
い

る
ほ
ど
で
す
が
︑
真
偽
の
程
は
判
明
し
て

い
ま
せ
ん
︒﹁
物
心
つ
い
た
時
に
脳
裏
の
記

憶
が
遙
か
彼
方
の
地
域
に
依
存
し
て
い

る
﹂︑﹁
現
在
の
自
分
は
遙
か
彼
方
で
存
命

し
て
い
た
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
は
な
い
の

か
﹂︒
そ
れ
は
奇
跡
で
あ
り
ア
ン
ビ
リ
ー
バ

ボ
ー
で
す
が
︑
そ
の
実
例
が
世
界
で
数
多

く
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
︒
▼
人
は
何
度
も

生
ま
れ
変
わ
る
と
言
わ
れ
る﹁
輪
廻
転
生
﹂

の
如
く
︑
新
た
な
時
代
で
新
た
な
生
命
を

授
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は

﹁
陰
徳
あ
れ
ば
陽
報
あ
り
﹂
の
諺
に
も
通

じ
ま
す
︒
人
知
れ
ず
善
行
を
積
ん
だ
者
に

は
必
ず
良
い
報
い
が
は
っ
き
り
と
現
れ
る
と

の
こ
と
で
す
︒
現
世
に
甦
っ
た
人
間
は
結
果

と
し
て
得
難
い
生
命
を
い
た
だ
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
︒
▼
人
生
に
は
時

と
し
て
説
明
の
つ
か
な
い
不
可
思
議
な
現

象
が
多
々
起
こ
り
ま
す
︒
で
も
そ
れ
は
あ

る
意
味
︑
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
︒
そ
の
警
鐘
に
い
ち
早
く
気

付
く
の
が
肝
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
良

く
も
悪
く
も
︑
自
身
の
人
生
を
切
り
拓
く

の
は
己
の
裁
量
に
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
︒
時

と
し
て
運
命
が
大
き
く
左
右
さ
れ
ま
す
が

抗
わ
ず
淡
々
と
進
み
た
い
も
の
で
す
︒
▼

暦
は
９
月
︑
日
の
暮
れ
が
早
ま
り
秋
が
深

く
な
る
長
月
︑
日
本
の
四
季
の
移
ろ
い
は

素
晴
ら
し
い
の
一
言
で
す
！ 

（
山
崎
薫
）

2016・9・1

こ
ち
ら
広
報
室
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安
全
と
環
境
の
両
立
め
ざ
し
「
ベ
ス
ト
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
・
コ
ン
テ
ス
ト
」

鹿
児
島
県
内
の
地
域
や
経

済
の
特
徴
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
︒

　

鹿
児
島
県
は
︑
本
土
の
最

南
端
に
位
置
し
︑
南
北
は
約

６
０
０
㌔
㍍
に
及
び
︑
総
面

積
は
約
９
１
８
７
平
方
㌔
㍍

の
広
大
な
県
土
を
有
し
て
い

ま
す
︒
太
平
洋
と
東
シ
ナ
海

に
囲
ま
れ
︑
日
本
で
初
め
て

世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
屋
久
島
を
は
じ
め
︑
種
子

島
︑
奄
美
群
島
な
ど
多
く
の

離
島
を
有
し
て
お
り
︑
２
６

４
３
㌔
㍍
の
長
い
海
岸
線
を

も
っ
て
い
ま
す
︒

　

広
大
で
豊
か
な
自
然
環
境

に
恵
ま
れ
︑
県
の
中
央
部
に

は
霧
島
火
山
帯
が
縦
断
し
︑

霧
島
や
桜
島
な
ど
活
火
山
が

分
布
し
て
お
り
︑
有
名
温
泉

だ
け
で
な
く
︑
温
泉
利
用
の

公
衆
浴
場（
銭
湯
）の
数
は
︑

全
国
第
２
位
と
な
っ
て
お
り

気
軽
に
温
泉
が
楽
し
め
ま
す
︒

　

平
成
27
年
に
は
︑﹁
旧
集

成
館
﹂﹁
寺
山
炭
窯
跡
﹂
な

ど
日
本
の
近
代
化
の
礎
と
な

っ
た
﹁
明
治
日
本
の
産
業
革

命
遺
産
﹂
が
世
界
文
化
遺
産

と
し
て
登
録
さ
れ
る
な
ど
︑

歴
史
的
名
所
も
数
多
く
存
在

し
て
お
り
ま
す
︒

　

さ
ら
に
︑﹁
鹿
児
島
黒
牛
﹂

や﹁
か
ご
し
ま
黒
豚
﹂な
ど
︑

鹿
児
島
ブ
ラ
ン
ド
の
お
い
し

い
食
材
が
多
い
と
い
う
こ
と

も
魅
力
で
す
︒
こ
の
よ
う
に

良
質
で
豊
富
な
農
林
水
産
物

を
産
出
し
て
お
り
︑
ま
た
︑

そ
れ
ら
を
活
用
し
た
食
品
産

業
が
県
内
に
集
積
し
︑
日
本

の
食
料
供
給
基
地
と
し
て
の

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
︒
そ

れ
ら
を
大
都
市
圏
な
ど
の
消

費
地
へ
輸
送
す
る
の
が
︑
我

々
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
で

あ
り
︑
特
に
本
土
の
最
南
端

か
ら
中
央
へ
届
け
る
た
め
に
︑

﹁
超
長
距
離
輸
送
﹂
で
運
送

事
業
者
が
活
躍
し
て
い
ま
す
︒

鹿
児
島
県
内
の
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
界
を
め
ぐ
る
動
向

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
︒

　

鹿
児
島
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

の
会
員
数
は
︑
平
成
２
年
の

物
流
二
法
の
施
行
以
降
︑
約

５
３
０
社
だ
っ
た
も
の
が
現

在
で
は
約
８
０
０
社
へ
と
約
１

・
５
倍
ま
で
増
加
し
て
い
ま

す
︒
19
年
度
以
降
は
入
退
会

が
同
数
と
な
り
︑
世
界
的
金

融
危
機
に
よ
る
景
気
後
退
︑

原
油
高
に
よ
る
軽
油
価
格
上

昇
な
ど
経
営
環
境
悪
化
等
が

影
響
し
︑
20
年
度
か
ら
は
退

会
数
が
増
加
し
ま
し
た
︒
こ

こ
数
年
は
再
び
増
加
傾
向
に

あ
り
ま
す
が
︑
会
員
の
車
両

数
割
合
は
︑
20
台
未
満
が
５

３
５
社
で
全
体
の
70
・
６
％

を
占
め
︑
10
台
未
満
も
３
５

７
社
と
47
・
１
％
を
占
め
る

な
ど
︑
会
員
事
業
者
の
小
規

模
化
が
顕
著
で
す
︒

鹿
児
島
県
ト
協
独
自
の
取

り
組
み
な
ど
ご
ざ
い
ま
す

か
︒

　
﹁
環
境
出
前
講
座
﹂は
︑22

年
度
か
ら
開
始
し
︑小
学
５
︑

６
年
生
を
対
象
に
こ
れ
ま
で

17
の
小
学
校
で
実
施
し
て
い

ま
す
（
写
真
）︒
菜
種
油
︑廃

食
油
か
ら
で
き
た
燃
料
を
使

う
﹁
Ｂ
Ｄ
Ｆ
（
バ
イ
オ
デ
ィ

ー
ゼ
ル
燃
料
）ト
ラ
ッ
ク
﹂
を

教
材
に
︑
循
環
型
社
会
を
目

指
し
た
﹁
菜
の
花
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
﹂
を
通
じ
て
︑
地
球
環

境
保
全
活
動
の
大
切
さ
を
子

ど
も
た
ち
に
分
っ
て
も
ら
う

こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑﹁
ト
ラ
ッ
ク
の
森
﹂

は
21
年
か
ら
鹿
児
島
市
吉
田

町
に
整
備
し
て
い
ま
す
が
︑

昨
年
度
か
ら
は
︑
地
域
に
輪

を
広
げ
︑
広
報
対
策
と
環
境

対
策
の
両
輪
で
展
開
す
る
こ

と
と
し
︑
県
内
市
町
村
に
毎

年
１
か
所
ず
つ
実
施
す
る
こ

と
に
し
て
い
ま
す
︒
昨
年
は

霧
島
市
︑
今
年
は
曽そ

お於
市
で

計
画
し
て
い
ま
す
︒

　

な
お
︑
こ
う
し
た
環
境
問

題
へ
の
取
り
組
み
が
鹿
児
島

県
か
ら
評
価
さ
れ
︑
民
間
団

体
と
県
が
協
働
で
環
境
問
題

に
取
り
組
む
﹁
環
境
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
﹂
を
締
結

し
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑
中
・
高
等
学
校
の

学
生
を
対
象
に
︑
物
流
の
大

切
さ
や
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

に
対
す
る
理
解
・
関
心
を
も

っ
て
も
ら
い
︑
将
来
の
就
職

先
の
選
択
肢
と
し
て
も
ら
う

こ
と
を
目
的
に
﹁
物
流
出
前

講
座
﹂を
開
催
し
て
い
ま
す
︒

こ
れ
は
︑
24
年
度
に
初
め
て

実
施
し
た
も
の
で
毎
年
１
校

か
ら
２
校
で
開
催
し
て
い
ま

す
︒
高
校
は
︑
私
立
学
校
を

中
心
に
︑
実
業
高
校
を
対
象

に
し
て
い
ま
す
が
︑
公
立
校

か
ら
も
要
請
が
あ
れ
ば
行
う

こ
と
に
し
て
い
ま
す
︒
講
座

の
１
時
間
目
は
鹿
児
島
県
ト

協
の
物
流
効
率
化
委
員
が
ト

ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
実
情
を

説
明
し
︑
２
時
間
目
は
︑
会

員
事
業
者
の
管
理
者
と
ド
ラ

イ
バ
ー
が
現
在
の
仕
事
内
容

や
や
り
が
い
な
ど
生
の
体
験

を
話
す
と
い
う
も
の
で
す
︒

鹿
児
島
県
ト
協
の
リ
ー
ダ

ー
と
し
て
日
頃
か
ら
お
考

え
に
な
っ
て
い
る
︑
ポ
リ

シ
ー
ま
た
今
後
の
抱
負
な

ど
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
︒

　

歴
代
の
会
長
も
同
じ
思
い

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
︑

﹁
会
員
の
た
め
の
協
会
﹂︑

﹁
会
員
を
守
る
協
会
﹂
を
運

営
方
針
と
し
て
︑
一
生
懸
命

頑
張
る
と
固
く
心
に
誓
っ
て

い
ま
す
︒こ
れ
に
加
え
て
︑﹁
交

通
事
故
・
労
働
災
害
防
止
﹂

に
向
け
た
諸
施
策
を
強
力
に

推
進
す
る
覚
悟
で
す
︒

　

ト
ラ
ッ
ク
協
会
は
会
員
に

い
か
に
情
報
を
発
信
し
︑
い

か
に
役
立
っ
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
で
存
在
価
値
を
示
せ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
︒
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
や
会
員
専
用
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
︑
広
報
誌
︑
一
斉
同

報
の
Ｆ
Ａ
Ｘ
な
ど
︑
あ
ら
ゆ

る
手
段
を
講
じ
て
情
報
発
信

を
行
っ
て
い
ま
す
が
︑
20
台

未
満
が
７
割
と
小
規
模
事
業

者
が
多
く
︑
い
ま
だ
社
長
自

ら
が
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
て
い
る

事
業
者
も
い
る
た
め
︑
な
か

な
か
支
部
会
な
ど
に
出
席
で

き
な
か
っ
た
り
︑
広
報
誌
を

見
逃
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る

と
思
わ
れ
ま
す
︒

　

そ
こ
で
︑
現
在
活
用
可
能

な
手
段
は
フ
ル
活
用
す
る
と

同
時
に
︑
全
て
を
事
務
局
任

せ
で
な
く
︑
役
員
と
し
て
先

頭
に
立
ち
︑
情
報
発
信
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
︒

特
に
今
年
度
は
︑
初
め
て
の

取
り
組
み
と
し
て
︑
事
故
防

止
の
た
め
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
作
成

し
︑全
会
員
へ
配
付
し
ま
す
︒

Ｄ
Ｖ
Ｄ
は
交
通
事
故
統
計
な

ど
の
資
料
の
ほ
か
︑
各
社
の

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
に
記
録

さ
れ
た
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
映
像

を
収
録
す
る
も
の
で
︑
各
社

の
事
故
防
止
対
策
に
役
立
て

て
も
ら
い
ま
す
︒

　

さ
ら
に
︑
ト
ラ
ッ
ク
協
会

の
活
性
化
を
進
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
ま
す
︒
若
い
世
代
の
協
会

運
営
へ
の
積
極
的
な
参
加
を

促
す
た
め
︑
理
事
会
等
の
会

合
へ
青
年
部
会
長
を
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
と
し
て
出
席
さ
せ
て

い
ま
す
︒
早
く
か
ら
ト
ラ
ッ

ク
協
会
運
営
の
実
際
を
見
聞

き
し
︑
運
営
に
携
わ
る
こ
と

で
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る

と
考
え
ま
す
︒

　

な
お
︑
先
ほ
ど
お
話
し
ま

し
た﹁
物
流
出
前
講
座
﹂は
︑

秋
田
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
が
小

学
生
向
け
に
実
施
し
て
い
る

も
の
を
参
考
に
︑
わ
が
県
の

実
情
に
合
わ
せ
て
企
画
し
ま

し
た
︒
一
方
︑
秋
田
県
ト
協

の
皆
様
は
︑
わ
が
県
で
実
施

し
て
い
た
高
校
生
向
け
の

﹁
物
流
出
前
講
座
﹂
を
参
考

に
持
ち
帰
り
ま
し
た
︒
こ
う

し
た
良
い
取
り
組
み
は
ト
ラ

ッ
ク
協
会
の
垣
根
を
越
え
て

ど
ん
ど
ん
全
国
で
水
平
展
開

し
て
︑
業
界
の
イ
メ
ー
ジ
ア

ッ
プ
に
役
立
て
ば
い
い
と
思
っ

て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑
ト
ラ
ッ
ク
業
界
の

信
頼
は
安
全
の
確
保
を
図
る

こ
と
で
あ
り
︑
取
得
率
の
低

い
Ｇ
マ
ー
ク
の
取
得
拡
大
と

適
正
化
事
業
の
推
進
が
大
き

な
課
題
と
考
え
て
お
り
ま
す
︒

行
政
機
関
や
全
ト
協
へ
の

要
望
な
ど
ご
ざ
い
ま
す
か
︒

　

ま
ず
︑行
政
に
対
し
て
は
︑

昨
年
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に

お
け
る
取
引
環
境
と
労
働
時

間
改
善
の
た
め
の
協
議
会
が

設
置
さ
れ
︑
今
年
は
ト
ラ
ッ

ク
運
送
業
の
適
正
運
賃
・
料

金
検
討
会
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
が
︑
こ
れ
が
荷
主
に
し

っ
か
り
理
解
さ
れ
︑
実
効
あ

る
も
の
に
な
る
よ
う
お
願
い

し
た
い
と
強
く
思
っ
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑
本
土
最
南
端
に
位

置
す
る
鹿
児
島
か
ら
大
消
費

地
に
輸
送
す
る
に
は
︑
高
速

道
路
の
利
用
は
不
可
欠
で
あ

る
た
め
︑﹁
大
口
・
多
頻
度

割
引
50
％
恒
久
化
﹂﹁
深
夜

割
引
の
３
割
引
か
ら
５
割
引

へ
の
拡
充
﹂﹁
長
距
離
逓
減
制

の
割
引
区
分
及
び
割
引
率
の

充
実
﹂
を
お
願
い
し
た
い
と

考
え
ま
す
︒

　

な
お
︑
こ
こ
数
年
︑
県
内

で
車
両
代
替
が
進
ん
で
お

り
︑
近
代
化
基
金
融
資
の
申

込
件
数
が
増
え
て
い
ま
す
︒

県
ト
協
の
融
資
枠
を
増
や
す

こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
良
い

の
で
す
が
︑
県
か
ら
の
補
助

金
が
減
額
さ
れ
て
い
る
上
︑

基
金
の
造
成
額
が
不
足
し
て

い
る
た
め
︑
融
資
枠
を
増
額

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況

に
あ
り
ま
す
︒
全
ト
協
の
調

整
融
資
や
特
別
融
資
は
大
変

重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
︑
融
資
枠
の
拡
大
を
ぜ
ひ

お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

鹿
児
島
県
ト
協
で
は
︑
環

境
・
安
全
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
取
り
組
み
を
な
さ

れ
て
い
ま
す
か
︒

　

環
境
対
策
で
は
︑﹁
省
燃

費
安
全
運
転
研
修
会
﹂︑﹁
ベ

ス
ト
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
・
コ
ン

テ
ス
ト
﹂︑﹁
環
境
出
前
講
座
﹂︑

﹁
ト
ラ
ッ
ク
の
森
﹂
を
は
じ

め
と
し
て
︑
各
種
助
成
事
業

な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま

す
︒

　
﹁
省
燃
費
安
全
運
転
研
修

会
﹂
は
︑
平
成
12
年
度
か
ら

県
内
４
か
所
で
実
施
し
︑
デ

ィ
ー
ラ
ー
と
連
携
し
て
省
燃

費
運
転
方
法
な
ど
を
学
ぶ
も

の
で
︑
こ
れ
ま
で
１
千
人
以

上
が
受
講
し
て
い
ま
す
︒
17

年
度
か
ら
は
︑
こ
の
研
修
会

の
参
加
者
の
中
か
ら
選
出
さ

れ
た
成
績
優
秀
者
は
︑﹁
ベ

ス
ト
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
・
コ
ン

テ
ス
ト
﹂
に
出
場
し
ま
す
︒

　

こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
は
︑
日

頃
か
ら
環
境
に
優
し
く
︑
安

全
か
つ
車
に
負
担
の
な
い
運

転
を
し
て
い
る
ド
ラ
イ
バ
ー

に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
た
め

の
も
の
で
す
︒
筆
記
試
験
の

ほ
か
安
全
・
省
エ
ネ
運
転
技

術
の
合
格
基
準
を
ク
リ
ア
し

た
者
を
︑﹁
ベ
ス
ト
エ
コ
ド
ラ

イ
バ
ー
﹂
と
し
て
認
定
し
ま

す
︒
認
定
者
は
認
定
証
︑
認

定
バ
ッ
ジ
︑
氏
名
入
り
の
車

体
表
示
板
を
与
え
ら
れ
て
い

ま
す
︒
ベ
ス
ト
エ
コ
ド
ラ
イ
バ

ー
に
認
定
さ
れ
た
ド
ラ
イ
バ

ー
は
︑
ス
テ
イ
タ
ス
で
あ
る

の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
︑
コ

ン
テ
ス
ト
に
挑
戦
す
る
ド
ラ

イ
バ
ー
も
栄
誉
あ
る
称
号
を

目
指
し
︑
日
頃
の
業
務
か
ら

真
摯
に
取
り
組
み
ま
す
︒﹁
安

全
﹂﹁
環
境
﹂
に
加
え
て
﹁
資

質
向
上
﹂
に
よ
る
経
営
改
善

と
い
う
一
石
三
鳥
の
効
果
を

生
ん
で
い
ま
す
︒

　

昨
年
度
か
ら
部
門
を
﹁
10

㌧
カ
ー
ゴ
﹂﹁
10
㌧
ダ
ン
プ
﹂

﹁
４
㌧
カ
ー
ゴ
﹂﹁
女
性
﹂
の

４
部
門
に
し
︑
初
め
て
女
性

部
門
を
設
け
ま
し
た
︒
出
場

し
た
女
性
６
人
の
全
員
が
合

格
基
準
を
ク
リ
ア
し
︑
ベ
ス

ト
エ
コ
ド
ラ
イ
バ
ー
と
し
て

認
定
さ
れ
る
と
同
時
に
﹁
か

ご
し
ま
ト
ラ
ッ
ク
ガ
ー
ル
﹂

と
し
て
委
嘱
し
ま
し
た
︒
今

後
は
鹿
児
島
県
内
で
女
性
ト

ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
を
増
や

す
た
め
の
Ｐ
Ｒ
活
動
に
協
力

し
て
い
た
だ
き
ま
す
︒

　

な
お
︑
昨
年
の
大
会
ま
で

男
女
を
合
計
し
て
４
４
８
人

を
ベ
ス
ト
エ
コ
ド
ラ
イ
バ
ー
に

認
定
し
て
お
り
︑
今
年
は
９

月
に
12
回
目
の
同
コ
ン
テ
ス

ト
を
実
施
す
る
予
定
で
す
︒

こ
れ
か
ら
も
認
定
者
を
増
や

し
︑
鹿
児
島
県
︑
業
界
全
体

の
ド
ラ
イ
バ
ー
の
資
質
向
上

に
努
め
て
い
き
ま
す
︒

　

安
全
対
策
で
は
︑
新
小
学
１
年
生
に
交
通

安
全
意
識
を
高
め
て
も
ら
う
た
め
︑﹁
交
通

標
識
入
り
定
規
﹂
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
︒
こ

れ
は
︑
昭
和
62
年
か
ら
実
施
し
て
い
る
も
の

で
︑
昨
年
度
は
１
万
７
千
本
を
贈
呈
し
ま
し

た
︒
単
純
に
教
育
委
員
会
に
届
け
る
の
で
は

な
く
︑
市
町
村
の
首
長
に
な
る
べ
く
直
に
手

渡
し
て
︑ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
活
動
を
説
明
し
︑

理
解
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑﹁
高
齢
者
ふ
れ
あ
い
ト
ラ
ッ
ク
交
通

安
全
教
室
﹂
を
平
成
20
年
度
か
ら
開
催
し
て

い
ま
す
︒
年
に
２
～
３
回
警
察
署
と
の
共
催

で
交
通
安
全
教
室
を
開
催
し
て
お
り
︑
こ
れ

ま
で
20
回
開
催
し
ま
し
た
︒
地
元
の
高
齢
者

を
対
象
に
交
通
事
故
を
減
ら
す
た
め
の
取
り

組
み
で
︑
実
際
に
大
型
ト
ラ
ッ
ク
の
死
角
や

内
輪
差
を
体
験
し
て
も
ら
う
ほ
か
︑
飲
酒
運

転
の
疑
似
体
験
な
ど
の
講
習
を
行
っ
て
い
ま

す
︒

中村 利秋 会長の横顔
なかむら としあき

中村運送有限会社　代表取締役
ご家族は？　子どもは全
員独立して、今は妻と２人
です。
ご趣味は？　妻と２人で
旅行です。それも自分で運
転してドライブするのが好
きです。ドライバーとして長
くトラックを運転していま
したので、運転は本当に好

きです。
座右の銘は？　「一生懸
命」。この言葉が一番好き
です。「今日できること、す
べきことは、今日やる」とい
う精神でいます。トラック
協会の会長としても「一生
懸命やらなければ」と考え
ています。

67歳
（昭和24年6月23日生まれ）

鹿児島県トラック協会
公益社団法人

活気あるトラック協会運営へ
中村 利秋 会長

聞
く
聞
く

会
長
に

会
長
に

シ
リ
ー
ズ

　
全
国
の
ト
ラ
ッ
ク
協
会
長
に
お
会
い
し
て
、

今
後
の
抱
負
な
ど
に
つ
い
て
伺
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
公
益
社
団
法
人
鹿
児
島
県
ト
ラ
ッ

ク
協
会
の
中
村
利
秋
会
長
で
す
。

小
学
生
を
対
象
に
実
施
し
て
い
る

「
環
境
出
前
講
座
」

新小学１年生全員へ贈呈している「交通標識入り
定規」㊤。毎年、市町村の教育委員会などへ直
接届ける

ベストエコドライブ・コンテスト㊤を毎年開催して
いる。27年度からは女性部門を設置し「かごしま
トラックガール」を委嘱した㊦

鹿
児
島
県
ト
協
独
自
の
交
通
安
全
対
策


